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決算特別委員会 

 

議 事 日 程（第１号） 

                      令和６年９月１０日（火）本会議終了後開会 

 

１ 決算特別委員会正副委員長の選任について 

  開 会（臨時委員長） 

  委員長互選（臨時委員長） 

  副委員長互選（委員長） 

２ 付託案件に係る詳細説明 

３ 付託案件の審査 

  議案６７号 令和５年度大江町一般会計歳入歳出決算の認定について 

  議案６８号 令和５年度大江町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

  議案６９号 令和５年度大江町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 

  議案７０号 令和５年度大江町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

  議案７１号 令和５年度大江町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

  議案７２号 令和５年度大江町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

  議案７３号 令和５年度大江町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

  議案７４号 令和５年度大江町水道事業会計決算の認定について 

 

本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 
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出席委員（１０名） 

     １番  菊 地 英 幸 君      ２番  廣 野 秀 樹 君 

     ３番  大 沼 清 人 君      ４番  菊 地 邦 弘 君 

     ５番  藤 野 広 美 君      ６番  櫻 井 和 彦 君 

     ７番  安 食 幸 治 君      ８番  関 野 幸 一 君 

     ９番  伊 藤 慎一郎 君     １０番  土 田 勵 一 君 

委員外議員（１名） 

     議長  宇津江 雅 人 君 

欠席委員（なし） 

──────────────────────────────────────────── 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町 長 松 田 清 隆 君 副 町 長 桃 井 亮 一 君 

教 育 長 清 野   均 君 総 務 課 長 五十嵐 大 朗 君 

政策推進課長 鈴 木 利 通 君 地域振興課長 清 水 正 紀 君 

税務町民課長 阿 部 美代子 君 健康福祉課長 伊 藤   修 君 

農 林 課 長 秋 場 浩 幸 君 建設水道課長 櫻 井 洋 志 君 

教育文化課長 
代 理 髙 瀬 こずえ 君 会 計 管 理 者 

兼 出 納 室 長 阿 部 美代子 君 

──────────────────────────────────────────── 

委員会に職務のため出席した者 

議会事務局長 西 田 正 広 君 
議 会 事 務 局 
庶 務 主 査 
兼 庶 務 係 長 

庄 司 由 利 君 
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開会 午後 １時３０分 

 

○臨時委員長（土田勵一君） 皆さん、ご苦労さまです。 

  ただいま本議場において決算特別委員会が招集されました。委員長及び副委員長がともに

いないときは、大江町議会委員会条例第８条第２項の規定に基づきまして、年長の委員がそ

の職務を行うことになっております。したがいまして、私、土田勵一が臨時委員長の職を務

めますので、暫時の間ご協力お願いいたします。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎開会の宣告 

○臨時委員長（土田勵一君） ただいまの出席委員は全員です。 

  定足数に達しておりますので、決算特別委員会を開会いたします。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎委員長の互選 

○臨時委員長（土田勵一君） これより委員長の互選を行います。 

  お諮りします。 

  互選の方法については、指名推選によるものとし、臨時委員長が指名したいと思います。

これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○臨時委員長（土田勵一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、互選の方法については指名推選によるものとし、委員長は臨時委員長が指名

することに決定いたしました。 

  お諮りします。 

  決算特別委員会委員長には、さきの議会運営委員会での協議に基づき、７番、安食幸治君

を指名したいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 
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○臨時委員長（土田勵一君） 異議なしと認めます。 

  したがって、７番、安食幸治君が決算特別委員会委員長に決定いたしました。 

  以上で臨時委員長の職務が終了しましたので、委員長と交代いたします。 

  ご協力、誠にありがとうございました。 

  以上であります。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎委員長挨拶 

○委員長（安食幸治君） ただいま委員長に選ばれました安食幸治です。皆様のご協力でスム

ーズな議事進行と審議をお願いしたいと思います。前振りは短く、簡潔明瞭な質問と答弁に

皆様ご協力ください。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎副委員長の互選 

○委員長（安食幸治君） それでは、これより副委員長の互選を行います。 

  お諮りします。 

  互選の方法については、指名推選によるものとし、委員長が指名したいと思います。これ

にご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○委員長（安食幸治君） 異議なしと認めます。 

  したがって、互選の方法については指名推選によるものとし、副委員長は委員長が指名す

ることに決定します。 

  お諮りします。 

  決算特別委員会副委員長には、さきの議会運営委員会での協議に基づき、５番、藤野広美

君を指名したいと思います。これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○委員長（安食幸治君） 異議なしと認めます。 

  したがって、５番、藤野広美君が決算特別委員会副委員長に決定しました。 
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  なお、本委員会の傍聴については、委員会条例第16条第１項の規定に基づき、委員長はこ

れを許可します。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎付託案件の説明 

○委員長（安食幸治君） 付託案件の審査を行います。 

  議第67号から議第73号までの令和５年度大江町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算の認

定、計７件の議案についての会計管理者の詳細説明を求めます。 

  阿部会計管理者。 

○会計管理者兼出納室長（阿部美代子君） 令和５年度決算についてご説明させていただきま

す。 

  一般会計ほか各特別会計の予算執行は、令和６年３月末をもって終了し、２か月間の出納

整理期間を経て、５月末に会計を閉鎖いたしました。その後、科目ごとに内容・明細の照合

と精査を行った上で、地方自治法第233条第１項の規定により、６月28月付で町長宛て決算

調書を提出しております。 

  それでは、議第67号 令和５年度大江町一般会計歳入歳出決算の認定からご説明いたしま

すが、人件費や事務的な経費の説明は省略させていただくとともに、決算額の大きな科目に

限定し、1,000円未満切り捨てて説明いたしますので、ご了承賜りたいと存じます。 

  また、主な事業につきましては146ページからの主要施策事業に関する調にまとめており

ますので、後ほどご覧いただきたいと存じます。 

  事項別明細書により、歳入からご説明いたします。 

  11ページをお開きください。 

  １款町税は、収入済額８億3,163万8,000円、前年度対比1.1％の増となりました。調定額

に対する徴収率は97.3％で、0.1％の減となっております。なお、町税の歳入総額に占める

割合は11.2％で、前年より1.2％の減となりました。 

  １項町民税は、前年度対比、個人分が2.8％の増、法人分で1.6％の減となり、町民税全体

としては２％の増となりました。 

  ２項固定資産税は0.3％の増、３項軽自動車税は2.1％の増となりました。 

  ４項たばこ税からは記載のとおりであり、詳細につきましては153ページの町税に関する
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調をご参照いただきたいと存じます。 

  13ページ中段の２款地方譲与税は前年度対比0.6％の増、15ページ中段の７款地方消費税

交付金は0.7％の減となりました。 

  17ページ上段の10款地方交付税は26億6,674万9,000円で、1.3％の減となりました。普通

交付税は前年度比で1,320万9,000円、0.5％の増となったものの、特別交付税は災害や豪雪

などの特殊事情がなかったため、前年から4,865万5,000円減ったためトータルでは減る結果

となりました。歳入総額に占める割合は36％となっております。 

  中段の12款分担金及び負担金と、13款使用料及び手数料は記載のとおりであります。 

  21ページ中段をご覧ください。 

  14款国庫支出金は10億8,685万6,000円で、令和３年度地滑り災害及び令和４年度豪雨災害

に対する災害復旧費や道の駅再整備工事に伴う事業費の増などにより、前年度対比で32.1％

の大幅な増となりました。主なものとしまして、１項国庫負担金では、１目障害者自立支援

給付費や子どものための教育・保育給付費、児童手当費、２目では感染症対策事業費、３目

では土木施設災害復旧費など、２項国庫補助金では、１目都市構造再編集中支援事業費、新

型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付

金、２目では子ども・子育て支援交付金、３目では感染症対策事業費、４目では社会資本整

備総合交付金、都市構造再編集中支援事業費などであります。 

  25ページ中段からの15款県支出金は３億3,227万2,000円で、前年度対比で４％の減となり

ました。 

  １項県負担金では、１目障害者自立支援給付費や子どものための教育・保育給付費、児童

手当費など、２項県補助金では、１目の市町村総合交付金、２目重度心身障害児者医療費、

放課後子どもプラン事業費、４目の中山間地域等直接支払交付金、多面的機能支払交付金、

新規就農者育成総合対策事業費、５目ＬＰガス等物価高騰対策地域経済活性化支援事業費な

どが主なものです。 

  31ページの16款財産収入は、前年度対比15.4％の減となりました。 

  33ページ、17款寄附金２目ふるさとまちづくり寄附金は１万8,238件分の２億5,578万円で

す。前年度対比9.3％の減となりました。 

  中段の18款繰入金は６億2,814万1,000円です。前年度対比で52.5％の大幅な増となりまし

た。大規模事業の財源に充てるため、財政調整基金繰入金が大幅増となったことなどによる

ものです。 
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  35ページ中段の19款繰越金は３億4,919万円で、前年度対比17％の減となりました。 

  20款諸収入は、道の駅再整備事業に係る県負担金があったことなどから、前年度対比

60.3％の大幅な増となりました。 

  37ページ下段からの21款町債は７億9,820万円で、道の駅再整備事業費に２億3,130万円の

過疎債を新たに借り入れたことなどから、前年度対比で95.8％の大幅な増となりました。 

  なお、町債は元利償還金に対する交付税算入率が高く優良債とされる過疎債や臨時財政対

策債などを努めて借入れしています。地方債の詳細は、157ページの地方債現在高に関する

調をご参照いただきたいと存じます。 

  続きまして、歳出についてご説明いたします。 

  41ページをご覧願います。 

  １款議会費は支出済額8,382万2,000円で、人件費や物件費など経常的な経費で、９月改選

時までの議員１名欠員のための人件費の減や研修費の減などから、前年度対比4.2％の減と

なりました。 

  ２款総務費は支出済額23億1,912万1,000円で、道の駅再整備事業などにより前年度対比

43.2％の大幅な増となりました。翌年度への繰越明許費は、臨時特別給付金事業及び戸籍法

改正に伴うシステム改修業務に係るものであります。 

  ２款の主なものとして、47ページ上段の１項４目財産管理費における24節財政調整基金を

はじめとする各種基金への積立金のほか、49ページ５目企画費、12節道の駅再整備準備業務

委託料、14節道の駅再整備工事費、16節道の駅再整備に係る用地費、18節広域行政事務組合

事務費負担金、51ページ上段の集落活性化支援交付金、６目電子行政推進費では庁舎の公衆

Ｗⅰ－Ｆⅰの更新など、下段からの７目公共交通対策費、12節町営バス運行業務委託料、乗

合タクシー運行業務委託料などであります。 

  53ページの８目移住定住促進費は、11節外部への情報発信として道路沿い広告看板や、情

報誌への広告料、18節空き家等利用促進補助金、移住定住促進住宅ローン支援補助金などで

あります。下段の９目ふるさとまちづくり寄附事業費は、７節ふるさとまちづくり寄附に対

する謝礼は２万2,217件分などの6,818万4,000円で、55ページ上段の12節ふるさとまちづく

り寄附支援サービス業務委託料、24節ふるさとまちづくり寄附基金積立金などであります。

10目交流ステーション費は、12節乗車券類販売等業務委託料など、57ページ上段の12目臨時

特別給付金事業費は、非課税世帯への３万円及び７万円給付事業の19節非課税世帯等価格高

騰重点支援金などであります。 
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  59ページ中段の３項１目戸籍住民基本台帳費では、戸籍システムのセキュリティー向上な

どを目的としたクラウド化への機器更新として12節戸籍システム更新業務委託料などであり

ます。 

  61ページからの４項選挙費は、県議会議員選挙、町議会議員選挙、町長選挙に要した経費

であります。 

  65ページをお開きください。 

  ３款民生費は11億4,847万円で、前年度対比４％の減となりました。 

  ３款の主なものとしまして、１項１目社会福祉総務費では、下段の18節社会福祉協議会補

助金、27節国民健康保険特別会計繰出金、67ページの２目老人福祉費では、18節後期高齢者

医療療養給付費負担金、広域行政事務組合老人ホーム負担金、27節後期高齢者医療特別会計

及び介護保険特別会計への繰出金などであります。 

  69ページ上段の４目障害者福祉費では、19節重度心身障害児者医療費や障害福祉サービス

費などの各種扶助費などであります。 

  下段からの２項１目児童福祉総務費は、71ページ、18節高校生応援給付金、19節障害児通

所支援給付費や子育て支援医療費などの扶助費であります。下段の２目児童措置費では、12

節民間立保育園運営委託料や18節施設型給付費負担金、19節児童手当費など、73ページの４

目児童福祉施設費では、12節町立保育園指定管理料、放課後児童健全育成事業委託料及び本

郷東放課後児童クラブ指定管理料などであります。 

  75ページの４款衛生費では２億8,097万8,000円で、前年度対比10.8％の減となりました。

主なものとしまして、下段からの２目予防費では、77ページ中段の12節健康診査委託料、予

防接種委託料及びワクチン接種委託料などであります。 

  79ページの２項１目清掃総務費は、12節家庭系ごみの収集運搬に係る清掃業務委託料と18

節広域行政事務組合クリーンセンター・斎場負担金であります。 

  ５款労働費は、労働金庫貸付金などであります。 

  下段からの６款農林水産業費は４億863万3,000円で、前年度対比3.4％の減となり、翌年

度への繰越明許費は新たな担い手育成事業に係るものであります。主なものとして、83ペー

ジ、３目農業振興費では、18節青果物等振興支援事業補助金、農地利用効率化等支援事業補

助金、かがやく果樹産地づくり強化事業補助金、85ページの５目農地費では、18節農村地域

防災減災事業に対する負担金や、27節農業集落排水事業特別会計繰出金、87ページの９目中

山間地域直接支払交付金や89ページの10目多面的機能支払交付金など、個人や団体に対する
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補助金や交付金が主なものになります。11目新規就農者支援費は、14節望山地区に建設した

新規就農者用住宅建設工事費、18節新規就農者育成総合対策事業補助金などが主なものです。 

  91ページ中段の２項２目林業振興費は、12節森林経営管理制度関連委託料、14節長畑線土

砂撤去などの林道維持補修工事費、18節おおえを潤す森林再生事業補助金などであります。 

  下段からの７款商工費は４億2,947万4,000円で、前年度対比7.9％の増となりました。 

  93ページ、１項２目商工振興費では、18節プレミアム率30％の商品券を販売したプレミア

ム付き商品券事業補助金や、中小企業緊急災害等対策利子補給金、１人当たり5,000円分の

商品券配布事業費補助金など、ウィズコロナの社会実現に向けた町内経済の活性化策に要し

たものであります。３目観光費では、95ページの14節観光やな改修工事費、健康温泉館石風

呂改修などの繰越明許費分健康温泉館改修工事費、18節夏まつり大会負担金などであります。 

  97ページ、８款土木費は８億4,959万7,000円で、前年度対比21.5％の大幅な増となりまし

た。翌年度への繰越明許費は藤田堂屋敷線ほか道路改良事業などに係るものであります。 

  主なものとして、下段から99ページにかけての２項２目道路維持費は、14節、70件の町道

維持補修工事費など、３目道路除雪費の12節除雪業務委託料は、積雪が少なかったため出動

件数が大幅に減り待機料込みで4,476万7,000円となり、前年度対比42.4％の減となりました。

一方、101ページ、14節工事請負費は13区内の消雪パイプ更新工事費などで増額となりまし

た。４目道路新設改良費は、繰越明許費分も含め町道藤田堂屋敷線など道路改良に係る測量

設計委託料や工事請負費などであります。18節負担金は、百目木地区移転団地の道路整備に

係る発掘調査や測量設計、用地補償費などであります。 

  下段から103ページ上段の６目橋梁維持費では、17橋分の橋梁点検業務委託料や４つの橋

の補修設計等委託料、14節４つの橋梁補修工事などであります。４項都市計画費は、105ペ

ージの２目14節柏陵広場整備工事費、３目27節公共下水道事業特別会計繰出金、５項２目住

環境整備費は、18節住宅建築奨励事業補助金、27節宅地造成事業特別会計繰出金などであり

ます。 

  下段からの９款消防費は２億905万5,000円で、前年度対比9.2％の減となりました。 

  １項１目常備消防費は広域行政事務組合消防費負担金、107ページ上段、２目非常備消防

費は町消防団の運営に要する経費など、３目消防施設費は18節消火栓更新工事等負担金、４

目災害対策費は109ページ上段の12節防災行政無線等保守点検委託料などであります。 

  10款教育費は５億1,850万7,000円で、前年度対比16.6％の増となり、左沢小のＬＥＤ化、

各小学校の冷風機購入などが主な要因であります。 
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  １項教育総務費は、事務局運営及び学習生活支援員や外国語指導助手の配置、中学生国際

理解教育研修事業など、教育活動推進に要する経費であり、113ページからの２項小学校費

及び117ページからの３項中学校費は、学校運営に要した経費であります。学校関係で主な

ものは、左沢小ＬＥＤ化工事費、本郷東小電話更新工事費、各小学校への可搬式及び気化式

冷風機購入などであります。 

  121ページ、４項社会教育費は各種生涯学習講座の開設費や中央公民館及び町民ふれあい

会館など施設の維持管理費となっており、125ページ下段からの５目文化財保護費では、127

ページ中段、14節楯山公園サイン設置工事費などであります。５項保健体育費は、131ペー

ジ上段の２目14節町民プール塗装工事及び体育センター手すり、かさ上げ工事費などであり

ます。 

  11款災害復旧費は２億3,622万2,000円で、令和３年市野沢山田原線地滑り災害及び令和４

年豪雨災害などの復旧工事などであり、前年度対比26.1％の増となりました。翌年度への繰

越明許費は、地滑り災害復旧工事により発生する残土捨場整備に係るものなどであります。 

  下段の12款公債費は６億3,497万円で、前年度対比3.6％の減となりました。 

  133ページ上段の13款諸支出金は2,282万4,000円で、前年度対比34.4％の増であり、交通

安全対策費や水道事業会計負担金、補助金などであります。 

  14款予備費は、緊急に対応が必要となった事業に対し充当したものであります。 

  137ページをお開きください。 

  以上の結果、記載のとおり、歳入総額から歳出総額、そして翌年度へ繰り越すべき財源を

差し引いた実質収支額は２億965万3,000円となりました。 

  138ページからの財産に関する調書は、３月31日現在で作成することになっております。 

  141ページの基金の管理は、地方自治法第241条第７項に規定されており、出納整理期間の

適用はないとされております。 

  続きまして、特別会計についてご説明いたしますが、特徴的なもの、前年度との比較で増

減の大きなものに限定して説明いたしますので、ご了承賜りたいと存じます。 

  議第68号 国民健康保険特別会計歳入歳出決算の歳入から説明いたします。 

  165ページをお開きください。 

  １款国民健康保険税は収入済額１億2,157万6,000円で、被保険者数の減などにより、前年

度対比3.4％の減となりました。 

  167ページ、４款県支出金は６億6,168万円で、前年度対比15.9％の大幅な増となりました。 
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  次に、歳出についてご説明いたします。 

  175ページをお開きください。 

  ２款保険給付費は、入院、外来、調剤など医療費が増加したことから、支出済額６億

2,994万5,000円で、前年度対比15％の大幅な増となりました。 

  177ページ下段の３款国民健康保険事業費納付金は１億9,349万1,000円で、前年度対比

2.6％の減となりました。 

  以上の結果、185ページに記載のとおり、歳入総額から歳出総額を差し引いた実質収支額

は3,743万1,000円となりました。 

  続きまして、議第69号 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算についてご説明いたします。 

  197ページをご覧ください。 

  歳入の１款後期高齢者医療保険料は収入済額8,251万4,000円、前年度対比5.9％の増とな

りました。 

  ３款繰入金は、ルールに基づく一般会計からの事務費繰入金及び保険基盤安定繰入金であ

ります。 

  次に、歳出についてご説明いたします。 

  201ページをご覧ください。 

  ２款後期高齢者医療広域連合納付金は、保険料及び事務費等に係る負担金で、歳出全体の

98.7％を占めており、支出済額は１億948万7,000円、前年度対比4.6％の増となりました。 

  以上の結果、205ページに記載のとおり、歳入総額から歳出総額を差し引いた実質収支額

は279万2,000円となりました。 

  議第70号 介護保険特別会計歳入歳出決算についてご説明いたします。 

  213ページをご覧ください。 

  歳入の１款保険料は収入済額２億887万8,000円で、前年度対比0.1％の増となりました。 

  ３款国庫支出金、215ページ、４款支払基金交付金、５款県支出金につきましては、ルー

ルに基づき保険給付費や地域支援事業費などに対して一定割合の額が交付されたものです。 

  ７款繰入金につきましては、一般会計からの繰入金であります。 

  次に、歳出についてご説明いたします。 

  221ページの２款保険給付費は歳出全体の85.4％を占めており、支出済額は８億7,902万円

で、前年度対比１％の減となりました。 

  223ページから225ページにかけての４款地域支援事業費は、前年度対比6.5％の減となっ
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ております。 

  以上の結果、229ページに記載のとおり、歳入総額から歳出総額を差し引いた実質収支額

は3,926万円となりました。 

  議第71号 宅地造成事業特別会計歳入歳出決算についてご説明いたします。 

  239ページをご覧ください。 

  歳入、１款１項１目あおぞら住宅団地の分譲収入がなかったことから、途中売払い収入は

ありませんでした。 

  大規模事業として百目木地区の移転団地整備事業に充てるため、２款宅地造成費負担金、

３款一般会計からの繰入金、６款地方債の新規借入れを行いました。 

  歳出でありますが、241ページをご覧ください。 

  翌年度への繰越明許費は百目木地区移転団地の用地費に係るものであります。 

  １款１項１目宅地造成費は、あおぞら住宅団地分譲ＰＲ経費のほか、百目木地区移転団地

整備事業に要した経費として、測量設計委託料、用地費、物件補償費などにより大幅な増と

なりました。 

  以上の結果、243ページに記載のとおり、歳入総額から歳出総額、そして翌年度へ繰り越

すべき財源を差し引いた実質収支額は56万3,000円となりました。 

  議第72号 公共下水道事業特別会計歳入歳出決算についてご説明いたします。 

  250ページをご覧ください。 

  歳入、２款使用料及び手数料は収入済額5,456万6,000円で、前年度対比0.8％の減となり

ました。 

  ４款一般会計繰入金は１億7,950万6,000円です。 

  次に歳出でありますが、254ページをご覧ください。 

  ２款施設費は、管渠及び処理場の維持管理等に係る経費で、支出済額5,544万円でありま

す。 

  256ページ、３款下水道建設費は2,662万4,000円で、前年度対比19.8％の増となりました。 

  ４款公債費は１億6,651万4,000円であります。 

  以上の結果、258ページに記載のとおり、歳入総額から歳出総額、そして翌年度へ繰り越

すべき財源を差し引いた実質収支額は643万5,000円となりました。 

  最後に、議第73号 農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算についてご説明いたします。 

  265ページをご覧ください。 
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  歳入の２款使用料及び手数料は、収入済額618万5,000円で、前年度対比1.1％の減となり

ました。 

  ３款一般会計繰入金は3,865万7,000円です。 

  次に歳出でありますが、269ページをご覧ください。 

  ２款施設費は、２つの処理施設の維持管理等に要する経費であり、支出済額は1,567万

7,000円です。 

  ３款公債費は2,079万9,000円となりました。 

  この結果、273ページに記載のとおり、歳入総額から歳出総額を差し引いた実質収支額は

272万7,000円となりました。 

  以上でございます。 

○委員長（安食幸治君） ご苦労さまでした。 

  続いて、議第74号 令和５年度大江町水道事業会計決算の認定について、建設課長の詳細

説明を求めます。 

  櫻井建設課長。 

○建設水道課長（櫻井洋志君） 議第74号 令和５年度大江町水道事業会計決算についてご説

明を申し上げます。 

  なお、決算額につきましては、1,000円未満の額を切り捨てて申し上げますので、あらか

じめご了承賜りたいと存じます。 

  決算書の４ページをお開き願います。 

  ４ページ、損益計算書についてでございます。 

  １営業収益は１億9,621万4,000円で、給水収益など営業に係る収益でございます。 

  ２営業費用は２億1,709万2,000円で、原水及び浄水費など営業に要した経費でございます。

営業費から営業収益を差し引いた2,087万8,000円が営業損失になります。 

  ３営業外収益は3,295万8,000円で、受取利息及び一般会計からの補助金、長期前受金戻入

などでございます。 

  ４営業外費用は970万5,000円で、財政融資資金等の支払利息でございます。 

  営業外収益から営業外費用を差し引いた2,325万3,000円が営業外利益であり、営業外利益

から営業損失を差し引いた237万5,000円が経常利益となります。過年度損益修正損2,000円

を差し引いた237万3,000円が当年度純利益になります。当年度純利益に前年度繰越利益剰余

金、建設改良積立金の取崩し額である当年度未処分利益剰余金変動額を加えた5,138万7,000
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円が当年度未処分利益剰余金でございます。 

  次に、６ページをお開き願います。 

  剰余金計算書についてでございます。 

  最初に、利益剰余金の部でございますが、Ⅰ減災積立金の当年度末の残高は2,598万円で

す。 

  Ⅱ建設改良積立金については、当年度2,000万円を取り崩し、当年度末残高は１億8,924万

5,000円でございます。よって、当年度末の積立金合計は２億1,522万5,000円でございます。 

  Ⅲその他剰余金は、当年度末残高9,766万9,000円です。 

  Ⅳ未処分利益剰余金は、前年度未処分利益剰余金2,931万4,000円から前年度利益剰余金処

分額30万円を差し引き、当年度純利益237万3,000円、建設改良積立金の取崩し額2,000万円

を加えた当年度における未処分利益剰余金は5,138万7,000円となっております。 

  ８ページをお開き願います。 

  続いて、資本剰余金の部でございます。 

  Ⅰ国庫補助金は前年度末残高5,601万6,000円から、当年度発生高276万6,000円を差し引い

た5,325万円が当年度末残高になります。 

  Ⅱその他の資本剰余金は前年度より増減はなく、１億6,204万2,000円でございます。 

  Ⅲ受贈財産評価額は前年度末残高より増減なく、当年度末の残高としては1,282万3,000円

です。 

  これらの結果、翌年度に繰り越す資本剰余金は２億2,811万5,000円となっております。 

  次に、10ページをお開き願います。 

  剰余金処分計算書（案）についてでございます。 

  剰余金の処分については、当年度末処分利益剰余金5,138万7,000円のうち230万円を建設

改良積立金として積み立てるほか、2,000万円を資本金として組み入れるものとし、翌年度

へ繰り越す利益剰余金を2,908万7,000円とするものでございます。 

  11ページからは貸借対照表についてであります。 

  資産の部、１固定資産は、有形固定資産と12ページの無形固定資産を合わせて18億231万

1,000円であります。12ページの２流動資産は２億8,323万9,000円で、資産の合計は20億

8,555万円となっております。 

  13ページの負債の部、３固定負債は企業債で７億9,991万9,000円です。４流動負債は、企

業債と未払金、引当金を合わせて5,617万8,000円です。14ページの５繰延収益は、長期前受
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金６億6,038万1,000円から長期前受金収益化類型額３億7,435万6,000円を差し引いた２億

8,602万5,000円で、負債合計は11億4,212万2,000円となっております。 

  資本の部、６資本金は３億5,102万9,000円であります。 

  15ページの７剰余金は、資本剰余金と利益剰余金を合わせた剰余金合計が５億9,239万

8,000円であり、資本金と剰余金を合わせた資本合計は９億4,342万8,000円でございます。

また、負債合計と資本合計を合わせた負債資本合計は20億8,555万円であります。 

  16ページ以降、附属資料を添付しておりますので、ご参照いただきたいと存じます。 

  以上でございます。 

○委員長（安食幸治君） ご苦労さまでした。 

  ここで、午後２時15分まで休憩します。 

 

休憩 午後 １時５９分 

 

再開 午後 ２時１５分 

 

○委員長（安食幸治君） 休憩を閉じて、会議を再開します。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎付託案件の審査 

○委員長（安食幸治君） それでは、議第67号 令和５年度大江町一般会計歳入歳出決算の認

定についてを審査の対象とします。 

  お諮りします。 

  審査の方法については、歳出から順次、款ごとに区切って行いたいと思いますが、これに

ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○委員長（安食幸治君） 異議なしと認めます。 

  したがって、歳出から款ごとに審査を行うことに決定しました。 

  なお、質疑については、大江町議会会議規則第51条及び55条の規定により、発言しようと

する者は、議席番号を告げて許可を得てから発言してください。その際、ページ数を明らか
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にしてください。また、同一議題について１人３回を超えることができないという規定を準

用しますので、委員諸君のご理解とご協力をお願いいたします。 

  それでは、歳出、第１款議会費の質疑を行います。 

  41、42ページになります。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（安食幸治君） これで議会費の質疑を終わります。 

  ２款総務費の質疑を行います。 

  41ページから66ページになります。 

  ３番、大沼清人委員。 

○３番（大沼清人君） 大沼でございます。 

  56ページ、２款１項９目12節役務費、この中で通信運搬費2,768万とあるんですけれども、

こちらの明細を教えてください。 

○委員長（安食幸治君） 政策推進課長。 

○政策推進課長（鈴木利通君） お答えします。 

  56ページ、２款１項９目役務費の通信運搬費については、ふるさとまちづくり寄附金の返

礼品に係る送料を、この部分でお支払いさせていただいているところでございます。 

  以上です。 

○委員長（安食幸治君） ほかに質疑ありませんか。 

  ５番、藤野広美委員。 

○５番（藤野広美君） ５番、藤野です。 

  50ページをお願いいたします。 

  14節の中の工事請負費、道の駅再整備工事費６億2,700万についてお伺いをします。 

  地盤調査を行って設計に入り、現在工事が終わったという状態になっていると思いますけ

れども、地盤の状態はいかがだったかをお伺いします。 

○委員長（安食幸治君） 政策推進課長。 

○政策推進課長（鈴木利通君） お答えしたいと思います。 

  工事請負費、道の駅再整備工事費の６億2,700万、これについては当初契約額の、昨年度

は前払い金と中間前払い金相当額をお支払いしたところでございます。工事については、先

月の８月30日をもって完了しました。地盤調査については、前年度、一昨年度、地質調査を

行った結果、悪くないというところで地盤改良は行っておりません。 
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  以上です。 

○委員長（安食幸治君） ほかに質疑ございませんか。 

  ９番、伊藤慎一郎委員。 

○９番（伊藤慎一郎君） ９番、伊藤です。 

  64ページをお願いします。 

  64ページ、下から２番目でふるさとまちづくりに対してなんですけれども、給付金の御礼

ということで……。 

〔「64ページでないじゃない」と言う人あり〕 

○９番（伊藤慎一郎君） 64……。 

〔「違う、ページ数」と言う人あり〕 

○９番（伊藤慎一郎君） 何で、64ページと言ったんだ、俺。 

  ふるさとまちづくり給付謝礼と書かれています。 

〔「こいつ、64でないから」と言う人あり〕 

○９番（伊藤慎一郎君） ああ。 

〔「54だ」と言う人あり〕 

○９番（伊藤慎一郎君） すみません。 

〔「54です」と言う人あり〕 

○９番（伊藤慎一郎君） 54ページです、すみません。 

〔「54ページ」と言う人あり〕 

○９番（伊藤慎一郎君） 目、見えなって、すみません。 

  それで、この返礼金は１億5,000万ほど基金で入っていますけれども、大体何％ぐらい返

礼品で戻ってくるのかなと思いますが、よろしくお願いします。 

○委員長（安食幸治君） 政策推進課長。 

○政策推進課長（鈴木利通君） お答えしたいと思います。 

  今のご質問は、寄附金に対して町のほうで自由にできるお金、費用として幾ら、町のほう

で使える、特定財源として使える部分は幾らかというようなご質問かと思います。 

  それについては、今年度の数字を見てみますと寄附金額で２億5,578万円入ってきており

ます。そこから費用で全体で１億4,382万7,000円ほどかかっております。それを差し引いた

１億1,199万7,000円、これを積立額にしておりますので、こちらのほうが自由にできるお金

なので、その割合的に言うと43％から44％程度かなというふうに思っております。 
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  以上です。 

○委員長（安食幸治君） ９番、伊藤慎一郎委員。 

○９番（伊藤慎一郎君） ありがとうございます。 

  やっぱりかなり経費もかかるということで、でもやらなきゃならないと、そういうことで。

今、米がかなり需要はあるんですけれども、この給付金の謝礼で一番多いのは、去年の場合

は何だったんでしょうかね。 

○委員長（安食幸治君） 政策推進課長。 

○政策推進課長（鈴木利通君） お答えしたいと思います。 

  返礼品の人気というところでは、大体例年同じような結果には出てきます。ただ、若干順

位は変わりますけれども、大江町で一番多いのがリンゴでございます。リンゴが大体31.5％、

その次で米が17.9％、引き続いてサクランボで14.9％、続いて桃が12.8％、その次がラ・フ

ランスというようなところが人気のある、この上位については若干入れ替わりはありますけ

れども、大体同じようなところが毎年選ばれているというような状況にございます。 

  以上です。 

○９番（伊藤慎一郎君） 分かりました。 

○委員長（安食幸治君） ３番、大沼清人委員。 

○３番（大沼清人君） ３番、大沼です。 

  関連で質問させていただきます。 

  入りのほうを見てみますと、総務費寄附金、今年度が調定額２億5,578万になっています、

収入済ですな。それに対して予算が３億なっていますね。ということは、4,000万以上乖離

があるんですけれども、この原因は何だと思われますか。 

○委員長（安食幸治君） 大沼委員、ページ数は、関連……。 

○３番（大沼清人君） 34ページです。 

○委員長（安食幸治君） 34ページ。 

○３番（大沼清人君） ああ、ごめんなさい、ふるさとまちづくり寄附金に対しての質問です。 

〔「何ページ」と言う人あり〕 

○３番（大沼清人君） だからページは54です、54ページ、はい。ただ、私の申し上げた、歳

入にちょっと関わりますので、それは34ページです。 

○３番（大沼清人君） 関わりますから……。 

〔「関連だから」と言う人あり〕 
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○３番（大沼清人君） 関連ですから。 

〔「関連だから」と言う人あり〕 

○３番（大沼清人君） はい。 

○委員長（安食幸治君） 政策推進課長。 

○政策推進課長（鈴木利通君） お答えしたいと思います。 

  なぜ今現在というか、今は出の質疑に入っておりますので出のほうを見ていただいて、ふ

るさとまちづくり寄附事業で、予算額で３億1,000円に対して支出済額が２億5,500万、ここ

で差額、不用額として4,400万出ているというこの結果をどう見ているのかということです

けれども、当然寄附額が少なかったというところが原因がございます。なぜ寄附額が少なか

ったのかなというふうに見たときに、やっぱり市町村、周りの市町村との競合がかなり激し

くなってきております。それに伴って、昨年の気候がかなり高温障害が出ていて返礼品、果

物、米も含めてですけれども、かなり品物が出せなかったというようなところが一つの原因

かなというふうに思っているところでございます。 

  以上です。 

○委員長（安食幸治君） 大沼清人委員。 

○３番（大沼清人君） ちょっと申し訳ない、歳入のほうの関連しちゃいますので一遍で申し

上げます。今年度のふるさと納税寄附金の予算が３億2,000万になっています。ということ

は、概算で今年のランニングでいうと7,000万ぐらいの、実質に対しての今年度だと思いま

す。それに対してはどういう対策を立てて、どういうふうな、なされるつもりか。いわゆる  

出先入の観点からいうと、予算規模に対しての7,000万以上を今年度稼ぐということは相当

の努力が必要だと思うんですけれども、それについてお答えください。 

○委員長（安食幸治君） 政策推進課長。 

○政策推進課長（鈴木利通君） お答えしたいと思います。 

  今委員おっしゃったとおり、今年度の予算、入で見ますと３億2,000万を予算化させてい

ただいております。これについては、当然当初予算のほうに掲げさせていただいたので、令

和５年度の決算が出る前であったというような状況はご理解いただきたいと思います。ただ、

今年度、中間管理業者についてはプロポーザルを行って、もう一回中間管理業者を見直して

新しい業者のほうに替えさせていただいております。ただ、やっぱり今の状況を見ますと、

米で大江町の、先ほどお話申し上げたとおり18％程度が米だというような状況で、全国的な

問題ではありますけれども米が出荷できない、返礼品として品切れの状態にあるというよう
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な状況で、かなり厳しい状況は理解していただきたいと思います。ただ、担当課としても精

いっぱい予算額に近づけられるように返礼品の充実は図っていきたいなというふうに思って

いるところです。 

  以上です。 

○委員長（安食幸治君） ほかに質疑ありませんか。 

  ８番、関野幸一委員。 

○８番（関野幸一君） ページ数、52ページ、公共交通対策費の中から12節の委託料のことで

お伺いしたいと思います。 

  町営バス運行業務委託料1,400万、乗合タクシー業務運行委託料700万に関してですけれど

も、その中の詳細と、まずはお聞きしたいと思います。利用回数等の詳細もお願いいたしま

す。 

○委員長（安食幸治君） 政策推進課長。 

○政策推進課長（鈴木利通君） お答えしたいと思います。 

  12節委託料の町営バス運行業務委託料と乗合タクシー運行業務委託料の中身の質問かなと

いうふうに思っております。 

  実績といたしましては、これも歳入のほうに関わってくるんですけれども、乗車人数、町

営バスのほうについては１万3,236人でございます。昨年度と比較すれば、若干ですけれど

も増えているというような状況です。あとは、乗合タクシーにつきましては、乗車人数で、

これは延べになりますけれども、延べで3,226人で、令和４年度と比べても若干増えている

というような状況にございます。それの委託業者への委託が、町営バス運行業務委託料と乗

合タクシー運行業務委託料になってございます。 

  以上です。 

○委員長（安食幸治君） ８番、関野幸一委員。 

○８番（関野幸一君） ありがとうございます。 

  この委託料、町営バス、乗合タクシーの委託料に関しては、町のほうでこれは乗る乗らな

い関係なく運行をお願いするということで委託料になっているんではないかなと思っており

ます。そのほかに、乗った方、乗合タクシー100円だっけかな、200円かな、バスも100円と

いうことで、その分は事業者のほうで収入になる、ならないんだっけか、こいつは預けるん

だっけか、すみません、そういう中でお支払いをしているという形になっていると思います。 

  今後、うちの町でもだんだんと人が減っていくということの中で、当然バスを運行するダ
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イヤ、タクシーを運転する時間帯などもやはり検討していかなければならないと思いますけ

れども、ある利用者等の方からお話があるわけでありますが、バスに関して言えば大きい路

線は走ってくれるけれども、住宅いわゆる部落のあるほうには入ってきてもらえなくて、な

かなか使いたいけれども使いづらいというような意見があったりとか、あと乗合タクシーに

関しても、やっぱり地域によってはその運行の範囲に入っていないというようなことも聞い

ております。 

  その辺のところを、以前から乗合タクシーとかバスのことで一般質問とか議会のほうでも

質問をさせてもらっておりますけれども、今はやはりそういうふうに町民の方の需要に応え

るような設定をしながら、今現在その指定管理を受けてもらっている業者のほうとも話合い

をしていただきながら路線の変更と、または乗合タクシーに関してはその範囲を広げていく

などの工夫をしていただきたいというお願いと、大変これはすばらしい事業でありますので

今後も続けていただきたいと思いますけれども、乗合タクシーに関しては、町民の方がタク

シーを待っている場所とか、そういうものがあまりにもちょっと貧弱過ぎるんじゃないかと。

というのは、役場のほうで待っている方もおります。駅のほうで待っている方もおります。

駅のほうで待っている方などは、バスも乗合タクシーもなんですけれども、駅の待合室とい

うのは、多分ここにいる方は皆さん分かると思います。 

  真夏の暑いときにも全然暑い。寒いときにも寒い。そういうふうな環境の中で乗合タクシ

ーとかバスを待っているというのは、いささか町民に対しては、何というのかな、かわいそ

うなことかなと思っております。以前、役場の中の今ある農林課を潰して、そこを乗合タク

シーの待合室にしたらいいんじゃないかとかロビーにしたらいいんじゃないかと言っていま

したけれども、なかなかそれもできないということであるんであれば、やはりそういう町民

の方が公共の交通機関の待つ場所、駅の庁舎を関係なくして、バスとか乗合タクシーを乗る

ところもぜひこういうときに整備をすることがいいんじゃないかと、ことで、この５年度の

やつの実績を見ながらそういうようなことも少し思いましたので、その辺のところ、課長は

どういうふうに考えておりますか。 

○委員長（安食幸治君） 政策推進課長。 

○政策推進課長（鈴木利通君） お答えしたいと思います。 

  毎年、利用状況などを見ながら、ダイヤについてはこれでいいのかどうかは当然町のほう

では考えているところでございます。ただ、なかなか１本動かすと、１本だけでなくて全て

に影響を来すと、ダイヤは当然影響を来すというところがありますので、そこら辺は慎重に
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していく必要があるのかなというふうに思っております。 

  あとは、運行経路につきましては地区からも要望をいただいている状況にございます。そ

こら辺のところも踏まえて参考にさせていただきながら、実態としてどのようなものが一番

いいのか、やれるのかを検討していきたいというふうに思っております。 

  あとは、待合所については、当然町内の待合所、停留所全てを同じように考えるわけには

いきませんけれども、ただ、駅前については交流ステーションが近くにございますので、駅

の窓口というかな、受付する駅舎の部分あるいは交流ステーションの部分については、当然

クーリングスポットにも設定しておりますので、その辺のところはエアコンはかかっている

ので、時間が来るまでそちらのほうでお休みいただくと。 

  あとは役場についても正面玄関を入ったところにベンチを置いておりますので、自動ドア

入った部分については、若干ではありますけれども涼しいのかなというところがありますの

で、その辺ところの利用を考えていきたいなというふうに思っているところでございます。 

  以上です。 

○委員長（安食幸治君） ８番、関野幸一委員。 

○８番（関野幸一君） 経路に関しても、経路、ダイヤに関しても毎年いろんなことを検討し

ながらやっているということでありますけれども、例えば、経路に関してはまずやってみて、

やらないで検討するんじゃなくてやってみて検討する、そういうことをやはり頭に置いてち

ょっとやっていただきたいなと。だからここの入っていける、どうすっぺと役場の中で考え

るんじゃくて、まず行ってもらえないかと、行ってもらってどういうふうな反応、どういう

ふうな利用客が増えるか、そういうものをちゃんとして、そこで実証して、やっぱりこれは

こっちは駄目だとかというのは分かるんだけれども、しないで駄目だ、しないで駄目だとい

うんじゃなくて、やっぱりやってみるということも必要だと思いますので、その辺のところ

を町民の方から理解を得るためには、まずはやってみるということが必要ではないかなと思

っておりますので、ひとつよろしくご検討お願いします。 

  また、待合所に関しても、駅のほうの交流ステーション並びにそちらのほうでとあります

けれども、あそこ結構距離あんのよね、何だかんだ30メートルぐらい。お年寄りの方が、バ

ス来たからってぱたぱたっと行くというのも大変なところもあるし、実際問題、あそこさ待

っている方もいるんだけれども、課長なんかも今年の８月あたり、あそこさ多分15分ぐらい

いると干上がると思うんだけれども、そういうところさいるんです、お年寄りは真面目に、

バスさ遅れると悪いからとか、タクシーさ乗られないからと。役場も多分乗合タクシーの待
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合所というか、一応そこの、なっていると思うんですけれども、それも外で待っている方も

いるし、暑い中なんだけれども外で待っている人もいるわけですよ。やっぱりそういうとこ

ろというのは、なかなかその現場というものは課長さんも見ていないと思うんだけれども、

多分ここにいる議員さんは、動きながらいろんなところさ、そういうこと見ていると思うん

です。 

  そういうものを、やはり少しでも、高齢者の方が多い、そういう利用しているのは高齢者

が多いので、その辺のところを考えながら、できないということはないと思いますので、何

とかそういうものをできるようにしながら、高齢者の方が安心してバスを待っていられると

かデマンドタクシー待っていられるという、そういうふうな状況をまずはメインのところだ

けでもやっていただきたいと、そういうような形をお願いします。 

  あとは、そのデマンドタクシーに関しても運行の中で様々なことがあります。当然、高齢

者の方の利用になるわけでありますから、様々なことあると思いますけれども、年寄りの人

の側に立って、町のほうでも指定管理というか、受けてもらっている業者の方と相談をしな

がら、やはりそういうふうな医療関係とか、そういうところにも小まめに迎えに行ってもら

うとか、送っていってもらえるようなことをしてもらって、せっかくこのぐらいの高額なお

金で頼んでいるわけですから、町民の方のためになるような運行とかダイヤにしていただき

たいと思いますので、よろしく頑張ってください。お願いいたします。 

○委員長（安食幸治君） 答弁いいですか。 

○８番（関野幸一君） 答弁要らないです。 

○委員長（安食幸治君） ４番、菊地邦弘委員。 

○４番（菊地邦弘君） ４番。 

  48ページをお願いします。 

  財産管理費の中で、17節備品購入費、庁用備品購入費162万2,764円。備品購入費というの

は、かなり備品購入、備品購入とずらっと出てくる中で、これは結構大きいと思うんですけ

れども、この中身をちょっと説明お願いします。 

○委員長（安食幸治君） 総務課長。 

○総務課長（五十嵐大朗君） 備品購入費についてご説明いたします。 

  内容的には、庁舎の中にいる職員の椅子を61個、購入させて、更新させていただいた分が

154万ほどでございます。そのほか、絵画を寄贈していただきましたけれども、その絵画を

飾る額縁で７万5,000円ほどお支払いをさせていただいたところであります。 



- 24 - 

 

○委員長（安食幸治君） ４番、菊地邦弘委員。 

○４番（菊地邦弘君） 職員用の椅子61個ということで、こちらはどこからお買い求めしてお

りますか。 

○委員長（安食幸治君） 総務課長。 

○総務課長（五十嵐大朗君） 金額的に入札に付するべきものではありましたので、入札した

結果、町内の業者が受注したというようなことであります。 

○４番（菊地邦弘君） 了解。 

○委員長（安食幸治君） ５番、藤野広美委員。 

○５番（藤野広美君） ５番、藤野です。 

  56ページお願いします。 

  ２款１項９目の中の委託料、ふるさとまちづくり寄附支援サービス業務委託料4,298万

6,435円についてお伺いをします。 

  これは、ふるさと納税をしていただいた方に返礼品を送るための委託料と思いますけれど

も、品物があんまりよくなかったということで、クレーム等が来ているならば何件ぐらいあ

ったかをお伺いします。 

○委員長（安食幸治君） 政策推進課長。 

○政策推進課長（鈴木利通君） お答えしたいと思います。 

  ふるさとまちづくり寄附支援サービス業務委託料、こちらのほうは町のほうで委託してい

る中間管理業者と、あとはサイトのほうに委託、サイト掲載の委託料ということで５社のほ

うに支払っている委託料でございますので、送料、返礼品等々に係るという部分ではありま

せんのでご理解いただければと思います。 

  あとは、昨年のクレームは何件ぐらいあるのかというようなご質問かと思いますけれども、

昨年のクレームというか、かなりやっぱり様々な点で思っていたものと違う返礼だったとい

うようなところがございまして、その数については、ちょっとお待ちください、年間で312

件ほどございました。それで、クレームの中身については桃とサクランボで大体の７割ぐら

いがその件数であったというふうなことでございます。 

  以上です。 

○委員長（安食幸治君） ５番、藤野広美委員。 

○５番（藤野広美君） 今、桃、サクランボという回答でありましたけれども、多分これ生も

のということで、再配達とかなっている可能性があるんではないかなというふうに思うんで
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すけれども、１回で受け取りできなくて２回目というふうな割合の把握とかはしております

か。 

○委員長（安食幸治君） 政策推進課長。 

○政策推進課長（鈴木利通君） お答えしたいと思います。 

  正直、そこまでの把握はしてございません。ただ、やっぱり果物がうちの町の返礼品のメ

インであるというようなところでは、ある程度のクレームは致し方ないのかな。ただ、そこ

の部分については、なぜそのようになったのかということを十分に調べた上で、クレームの

対応については業者さんと相談をさせていただきながら、最悪の場合については再配送、別

なもので再配送を行うというような手だても取り組んでいるところでございます。 

  以上です。 

○委員長（安食幸治君） ５番、藤野広美委員。 

○５番（藤野広美君） 再配達になるべくならないようにということで、近隣市町では配送す

る側に、受け取りをするときに配達日を何日何時というふうな指定をしてもらって、ふるさ

と納税をしてもらっている。そのデータをその配送する側に流して、この日に送ってくださ

いというふうにすれば、再配達ということはなるべく少なくなるということで聞いておるん

ですけれども、そういうことをしていけば悪いものが届くということはなるべく少なくなる

と思うんですけれども、その辺、今後やっていくというような考えはおありでしょうか。 

○委員長（安食幸治君） 政策推進課長。 

○政策推進課長（鈴木利通君） 今委員がおっしゃったような受け取りの日時指定、あとは時

間指定、これは今現在も行っております。ただ、やっぱりその中でもどうしても受け取れな

かったというような状況があるのかないのかを、ちょっと今現在は数字は押さえておりませ

んけれども、その辺のところでクレームが増えないような手だては十分に行っていきたいな

というふうに思っております。 

  以上です。 

○委員長（安食幸治君） ９番、伊藤慎一郎委員。 

○９番（伊藤慎一郎君） ９番。 

  今度も54ページ。 

  上のほうで負担金補助及び交付金について質問いたします。 

  公共交通機関利用促進協議会ということで200万ほど出ていますが、この200万の算定とい

うはどういう形で200万なのか。あとそれから、その組織の中のちょっと構造というか、何
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団体ぐらいあるのかをお願いします。 

○委員長（安食幸治君） 政策推進課長。 

○政策推進課長（鈴木利通君） お答えしたいと思います。 

  公共交通機関利用促進協議会負担金200万円の内訳と、あと協議会の組織の人員、委員と

いうか、メンバーかなというふうに思っております。 

  この協議会については、大江町で町営バスであったりとか、乗合タクシーであったりとか、

あとは山交バスさん、あとはＪＲさんの利用促進を図っていくために組織しているものでご

ざいます。メンバーとしては、町長が会長としてその中には商工会長であったりとか、あと

は観光物産協会であったりとか、あとはＪＲ、あとは町営バスというか、タクシー業者さん、

あとは山交バスさん等々、あと区長さんをはじめとした人員が組織されているところでござ

います。 

  この内訳といたしまして、一番大きいのが、昨年から規模を大きくして行っている左沢線

の応援キャンペーンということで、左沢線、左沢駅山形間を乗っていただければ、10ポイン

トたまれば５ポイント分、500円分の日本一くん商品券を応援するというようなところが170

万円程度行っております。あとは、時刻表、皆さんのお手元のほうに春先お渡ししておりま

すけれども、時刻表を作って皆さんのところにお渡しをさせていただいているところがござ

います。あとは、山交バスさんの利用促進に向けた取組というところでは、今年度、昨年度

はチェリカでの山交バスの乗り方教室などを物産味覚まつりの中で行わせていただいたとこ

ろでございます。あとは、昨年から行っている幼稚園児、保育園児に対する左沢線を利用し

たときの補助などを行っていただいて、全体で200万円の町からの補助というようなこと行

っているところでございます。 

  以上です。 

○委員長（安食幸治君） ９番、伊藤慎一郎委員。 

○９番（伊藤慎一郎君） ありがとうございます。 

  この、例えばいろんなところさ払っていると、今説明受けましたけれども、一番多いのが

ＪＲということで、ＪＲだけで170万、だからその算定基準というのはどうなのか。例えば

ＪＲに170万だったらどういう形で170万なのかと聞きたいんですよ。分かりますか。 

○委員長（安食幸治君） 政策推進課長。 

○政策推進課長（鈴木利通君） 170万円はありきでなくて160万円プラス事務費として産業振

興公社が駅の窓口を見ますので、その手数料も含めてです。昨年から、定期を左沢駅で買っ
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た場合については１割の支援をさせていただきたいというようなところでは、かなり左沢駅

で定期をお買い求めいただいているのかなというふうに思っております。ただ、なぜ160万

円の補助だというところでは、町として応援できるのは160万円であるというような判断の

下させていただいて、それがＪＲの利用促進につながっていくように大江町では支援してい

きたいというふうに考えているところでございます。 

  以上です。 

○委員長（安食幸治君） ９番、伊藤慎一郎君。 

○９番（伊藤慎一郎君） 分かりましたけれども、この200万の中さ必ず項目はあるわけだね。

だけれども、その項目の数だけ教えてください。 

○委員長（安食幸治君） 政策推進課長。 

○政策推進課長（鈴木利通君） 先ほどもお話しさせていただいたんですけれども、事業で大

きい部分については先ほど申した左沢線応援キャンペーン事業、これが172万円程度です。 

  あとは、幼年児鉄道利用促進事業、先ほど申したとおり、遠足とか、あとは課外授業など

で左沢線を利用した保育園児、幼稚園児に対する支援を決算では２万5,000円程度させてい

ただいています。あとは、町営バス利用促進事業というところでは、冬の期間、どうしても

町営バスの利用は減ってくると、あとは温泉の利用が減ってくるということがございました

ので、町営バスを使って温泉のほうに、町の柳川温泉であったり、テルメ柏陵に行った場合

については町のほうでお買物券、100円引きにはなりますけれども、そちらほうを応援させ

ていただいた事業、あとは駅のほうに電動レンタサイクルを５台置かせていただいておりま

すので、そちらのほうの維持管理のほうに１万3,000円程度、あとは102フェスというところ

で、春先にイベントを行っておりますけれども、そちらのほうのＴシャツなどを作りながら

売上を上げて事業費として取り組んでいるというところでございます。 

  以上です。 

○委員長（安食幸治君） ほかに質疑ございませんか。 

  ４番、菊地邦弘君。 

○４番（菊地邦弘君） ４番。 

  46ページお願いいたします。 

  上のほうの18負担金補助及び交付金の中のずっといきまして、上から４段目の職員研修時

負担金３万7,700円、この職員研修時負担金というものについて詳細をちょっとお願いしま

す。 
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○委員長（安食幸治君） 総務課長。 

○総務課長（五十嵐大朗君） この負担金の中身につきましては、職員の様々な研修を研修所

において実施しております。例えば、新採職員研修でありますとか、初級職員研修、あるい

は管理職の研修でありますとか様々な種類を研修所のほうで実施しておりますので、その際

の教材費等の負担金というようなことになります。 

○委員長（安食幸治君） ４番、菊地邦弘君。 

○４番（菊地邦弘君） これは、どういうふうに、１泊だか日帰りだか分からないですけれど

も、要は職員が研修に行くと、どういう研修なんですか。 

○委員長（安食幸治君） 総務課長。 

○総務課長（五十嵐大朗君） 繰り返しになりますけれども、役場に入ったときの研修であり

ますとか、あるいは10年ぐらいたったときの中級職員研修、その後の上級職員、あるいは課

長補佐研修でありますとか、その段階段階で職員研修を受けておりますので、その研修にな

りますけれども、主に２日から３日ぐらい研修所のほうに通っての研修が多くなっていると

いうふうなことになるかと思います。 

○委員長（安食幸治君） ４番、菊地邦弘君。 

○４番（菊地邦弘君） ありがとうございます。 

  この予算が３万7,700円、我々研修といいますと物すごいかかるのかなと思ったりもして

いるところなんですけれども、今説明ありましたように、初級、中級何だかんだということ

で行っているみたいですので、これ大変いいことかなと思います。どんどん職員の皆さんも、

我々もそうなんですけれども、職員の皆さんも外に出ていろんな研修とか率先してやってい

くべきではないのかなと思っていますので、頑張ってください。 

  以上です。 

○委員長（安食幸治君） ８番、関野幸一君、すみません。 

○８番（関野幸一君） ページ、52ページからお願いします。 

  １番下の段にあります著作権料６万6,000円ということで、これの詳細を教えてください。 

○委員長（安食幸治君） 政策推進課長。 

○政策推進課長（鈴木利通君） お答えしたいと思います。 

  この著作権料につきましては、12節の委託料の中に記念品作成委託料というのがございま

す。こちらのほうに、ＪＲで持っている駅であったりとか、あとは列車であったりとかを図

柄にグッズに入れる際には著作権が必要になってきますので、そちらのほうでＪＲ側にお支
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払いした著作権料になってございます。 

  以上です。 

○委員長（安食幸治君） ８番、関野幸一君。 

○８番（関野幸一君） ということは、これは102で使ったグッズに対しての著作権料という

ことでの理解でいいのかな、令和５年度のやつ、今度は101か、102。これは例えば、今後、

毎年一応町のほうでは102、103、104、105ということで駅前でのイベントをやって、左沢線

の利用促進につなげたいということでやるということになると、これは毎年毎年払わなけれ

ばならないのか、それともある１回でこれを使って、そのものの駅の名前とか何かを使うと

いうことあれば１回でいいのか、そこのところをちょっとお聞きしたい。著作権料って結構

デリケートなものなので、やはり毎年支払いというのもあるかもしれないし、そのもの使っ

たときに作るということもいろいろあると思うので、どういうふうな解釈でこれはＪＲと契

約しているのかも教えていただきたい。 

○委員長（安食幸治君） 政策推進課長。 

○政策推進課長（鈴木利通君） お答えしたいと思います。 

  今回、今回というか、この決算書に出ている著作権料については、あくまでもその12節の

委託料の中の左沢線利用促進記念品作成委託料、こちらに係る著作権料かなというふうに思

っております。それを増刷、同じようなものを同じように行った場合に著作権がどのように

なるのかはというは、ちょっと調べてみないと分かりませんけれども、これまでは同じよう

なものでなくて別々なもの、キーホルダーであったり、ピンバッジであったりというところ

にＪＲの駅の表示であったり、あるいは列車であったりというのを使わせていただいたので、

それに対する著作権料をお支払いしたということでございます。 

  以上です。 

○委員長（安食幸治君） ８番、関野幸一君。 

○８番（関野幸一君） ありがとうございます。 

  今、課長言ったようにキーホルダーとかピンバッジって結構、各駅の名前入っているやつ

結構人気あるんですよね、その沿線の方から。どうせだったら、継続的に駅前にガチャもあ

るし温泉にもガチャとか置いて、多分そういうふうなことで一生懸命、その利用促進とかそ

ういうものを、記念グッズを販売するとかとやっているんであれば、やはり毎年毎年払って

いくのはちょっとなかなか大変だと思うので、これ１回でできるんであればいっぱい作って

おいて、どんどん出していければいいんじゃないかなと思うし、希望の駅が出るまで引き続
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けるんですよね。それも一つ作戦だと思いますんで、そういうようなことをしながら多くの

方から理由して楽しんでもらえればなと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（安食幸治君） 答弁はいいすか。 

○８番（関野幸一君） 要らないです。 

○委員長（安食幸治君） ほかに質疑ありませんか。 

  ４番、菊地邦弘君。 

○４番（菊地邦弘君） ４番。 

  44ページお願いいたします。 

  委託料の中の、こちらのほうに顧問弁護士委託料86万4,000円、弁護士さんですので高額

だと思うんですけれども、年間通しての業務内容をお願いいたします。 

○委員長（安食幸治君） 総務課長。 

○総務課長（五十嵐大朗君） 顧問弁護士委託料についてでありますけれども、この86万

4,000円はあくまでも顧問料というふうなことでお支払いしているものになります。そのほ

か、弁護士のご厚意で年６回の無料法律相談を町民向けに開催しておりまして、その部分は

あくまでも弁護士の厚意でやっていただいている部分というようなことになります。 

○委員長（安食幸治君） ４番、菊地邦弘君。 

○４番（菊地邦弘君） ちょっともう一度確認しますね。顧問弁護士登録するということで86

万4,000円ということで、その中で年６回の無料法律相談を、何かチラシに回ってきますけ

れども、そういうようなことを行っていると。そうしたら、何か案件があったときにこの方

にお願いするという形のスタイルですか。 

○委員長（安食幸治君） 総務課長。 

○総務課長（五十嵐大朗君） 例えば、訴訟でありますとかそういったことが発生した場合に

は、別にその料金が発生するというふうな契約にはなっております。 

○委員長（安食幸治君） ４番、菊地邦弘君。 

○４番（菊地邦弘君） そういうことであれば、86万4,000円ですよね、すばらしいですよね、

この金額。どういうふうに算定なってきているか分からないですけれども、何もなくて年間

６回の無料相談、もっと増えてもいいかもしれないんですけれども、そのあたりの考え方っ

てどういうふうになっているかと、３回目ですので。それと、あと待機していただいている

ような形にも見えるんですけれども、これ必要だということですよね、じゃね、はい。 

○委員長（安食幸治君） 総務課長。 
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○総務課長（五十嵐大朗君） どの自治体でも顧問弁護士というものは抱えているかと思いま

す。ちなみに、今の方の前ですと年額100万円に消費税でした。今の方になってから、もう

大分なるかと思いますけれども、この金額についても他の自治体と比べると決して高いもの

ではないというふうに認識をしております。 

○委員長（安食幸治君） ほかに質疑ございませんか。 

  ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（安食幸治君） これで総務費の質疑を終わります。 

  ３款民生費の質疑を行います。 

  65ページから76ページになります。 

  ２番、廣野秀樹委員。 

○２番（廣野秀樹君） ２番、廣野です。 

  68ページお願いします。 

  ３款１項２目18節負担金補助金等、老人クラブの活動費についてお聞きします。 

  老人クラブは、一番新しいところで、あおぞら区が足されて四十五、六になったかと思い

ますけれども、その中で老人クラブがある区は何区ぐらいなっていますでしょうか。 

○委員長（安食幸治君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（伊藤 修君） お答えをいたします。 

  老人クラブ活動補助金の中には様々なメニューがございますけれども、単位老人クラブに

対する助成につきましては、令和５年度については22クラブに助成をしているところでござ

います。 

○委員長（安食幸治君） ２番、廣野秀樹委員。 

○２番（廣野秀樹君） 22ということで、いろんな活動に対しての、これは活動費なのか、そ

れとも人数割とかというところでの、その分担金の詳細はどのようになっているんでしょう

か。 

○委員長（安食幸治君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（伊藤 修君） 内訳を申し上げますと、クラブの助成事業につきましては、

１クラブ当たり1,750円の12か月分、あとは会員数割ということで会員数１人当たり500円と

いうことで支出をさせていただいております。 

○委員長（安食幸治君） ２番、廣野秀樹委員。 
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○２番（廣野秀樹君） ありがとうございます。 

  なぜ質問したかという理由なんですけれども、先ほど乗合タクシー、あと循環バスという

ことで、高齢化している先進地でもあります大江町とっては、やはり高齢者の、この大江町

で住みやすく暮らすためには、やはり老人クラブに入っていただきまして、その老人クラブ

のクラブ活動の活性化も非常に役立つのではないかなというふうに思っているわけですけれ

ども、少子化で子ども会が各区になくなっている現状なんですけれども、その反面、お年寄

りが増えている割には逆に老人クラブがなくなっている地区がある、それが問題じゃないか

なと思ったわけです。それで、これからこの老人クラブの活性化事業などを利用して、もっ

と各地区に老人クラブが発足していただいて……。 

○委員長（安食幸治君） 廣野君。 

○２番（廣野秀樹君） すみません、分かりました、短くします、はい。 

  活性化する事業に対して何かご提案とかありますか。老人クラブを増やす活性化事業とか

というのが。 

○委員長（安食幸治君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（伊藤 修君） 委員さんおっしゃられるとおり、最近老人クラブはクラブ数

も会員数もだんだん減っている状況です。大体中身を考えてみますと、やはり率先してリー

ダーとなって引っ張ってくれる方がだんだんいなくなっているような状況でございますので、

例えば、あとは社会福祉協議会で実施しているみんなの茶の間事業とか、あとは包括で実施

している健康維持教室とか、そういったところにまずは声がけをしていただいて、地区の方

からまずは参加をしていただいて、そういった地域の醸成をしていただく中で、どなたか一

生懸命やってみようという方を育成をしていっていただいて、おっしゃられるとおり老人ク

ラブの活動が活発になっていけばいいのかなと考えているところでございます。 

○委員長（安食幸治君） ほかに質疑ございませんか。 

○委員長（安食幸治君） １番、菊地英幸君。 

○１番（菊地英幸君） １番、菊地です。 

  すみません、68ページお願いします。 

  ３款１項２目老人福祉費の中の12委託料、職員サービス委託料の詳細をちょっとお願いし

たいと思います。 

○委員長（安食幸治君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（伊藤 修君） 配食サービス委託料でよろしいですか。 
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○１番（菊地英幸君） はい。 

○健康福祉課長（伊藤 修君） これは中身につきましては、ご案内のとおり現在毎週火曜日

と金曜日に高齢者の方の栄養改善と、あとは見守りを兼ねて弁当を配達しているような状況

でございます。これまでの実績を申し上げますと、令和５年度につきましては、配達回数97

回、延べ6,358食、実利用者数は112人となってございます。ちなみに、令和４年度は、配達

回数98回、延べ6,233食、利用者数が102人ということでございましたので、令和５年度では

若干10名ほどの利用者が増えているのかなと思っているところでございます。 

○委員長（安食幸治君） １番、菊地英幸君。 

○１番（菊地英幸君） ありがとうございます。 

  逆に独り暮らしで65歳以上で利用していない方なんか、数字なんか分かるんであればちょ

っと教えていただきたいんですけれども。 

○委員長（安食幸治君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（伊藤 修君） この前も申し上げましたけれども、独り暮らし世帯が390ぐ

らいありますので、それから見るとまだまだちょっと利用していない方はいらっしゃるかと

思います。やっぱり今ＰＲ不足、まだ事業の内容を知らない方もいらっしゃるかと思います

ので、民生委員等を通じて事業の内容を周知していきたいというふうに考えているところで

ございます。 

○１番（菊地英幸君） ありがとうございます。 

○委員長（安食幸治君） ほかに。 

  ５番、藤野広美委員。 

○５番（藤野広美君） ５番、藤野です。 

  72ページの一番下、お願いします。 

  扶助費になります。ひとり親家庭等医療費290万1,618円についてお伺いをします。 

  ひとり親というのは現在何人いるかということと、あと、子どもの医療費は今は無料にな

っているかと思うので、親御さんの医療費になるのかなと思うんですけれども、詳細をお伺

いします。 

○委員長（安食幸治君） 税務町民課長。 

○税務町民課長（阿部美代子君） ただいま72ページのひとり親家庭等医療費についてのご質

問でありますが、こちら５年度については290万1,618円ということで、該当者は79名分とな

っております。内訳といたしましては、うち親が59人、子どもが40人の分ということになり
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ます。先ほど、子どもさんの医療費については無償でないか、親の分でないかというご質問

でありましたが、子ども医療費ということで、子どもさんについては医療費については全て

町や県で負担しておりますが、県のほうでも補助制度がございますので、県の補助に該当す

る部分に関しましては子育て医療費のほうに該当させて、その上でそちらに該当しなかった

方でひとり親の子どもさんがいらっしゃる場合には、こちらのひとり親家庭医療費のほうで

該当者に入れているということです。 

  具体的に申しますと、小学校３年生までは子ども医療費のほうで持って、そのほか身体障

害児でない場合でひとり親家庭に該当する場合は、こちらに含めているという内容でござい

ます。 

  以上です。 

○委員長（安食幸治君） ５番、藤野広美委員。 

○５番（藤野広美君） ありがとうございます。 

  ひとり親というのは、令和４年、令和５年、比べて増えているのでしょうか、お伺いしま

す。 

○委員長（安食幸治君） 税務町民課長。 

○税務町民課長（阿部美代子君） 詳細の数字の資料、今持ち合わせていないんですが、たし

か例年ほぼほぼ横ばいだったと認識しております。 

  以上です。 

○委員長（安食幸治君） ほかに質疑ございませんか。 

  ２番、廣野秀樹君。 

○２番（廣野秀樹君） ２番、廣野です。 

  68ページの３款１項２目19節のぬくもり介護手当等事業140万1,000円とは、どのような内

容の事業でしょうか。 

○委員長（安食幸治君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（伊藤 修君） お答えをいたします。 

  ぬくもり介護手当事業費につきましては、寝たきりの高齢者及び重度障害者を在宅で６か

月を超えて介護している方に対して慰労金を支給する制度でございます。非課税世帯につき

ましては年８万4,000円、課税世帯につきましては年２万4,000円を支給させていただいてい

るところでございます。 

○委員長（安食幸治君） ２番、廣野秀樹君。 
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○２番（廣野秀樹君） ありがとうございます。 

  これは５年度の決算ですけれども、この数字的なものは年々上がっているということでよ

ろしいんでしょうか。 

○委員長（安食幸治君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（伊藤 修君） 人数について申し上げますと、令和５年度は全員で19人、非

課税が16人の課税３人、令和４年度につきましては22人、非課税16人の課税６人ということ

で、令和５年度では若干３人ほど減っているような状況でございます。 

○委員長（安食幸治君） ほかに質疑ございませんか。 

  10番、土田勵一君。 

○１０番（土田勵一君） 10番。 

  68ページ、実は、これ果たしていいかどうかちょっと分かりませんが、３款１項の18節で

すけれども、シルバー人材センターの補助金、今、補助金が伴っているんですか、まずお知

らせください。 

○委員長（安食幸治君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（伊藤 修君） 今回の決算額の190万4,000円につきましては、これまでシル

バー人材センターについては、３か年の会員数が100名を超えた場合について、国・県から

助成金が交付される予定でしたが、本町ではここ数年なかなか会員を超えていなかったとい

うことで、二、三年前から皆さんのご協力により100名を超えている状況です。その関係で、

令和５年度末の会員は110人になってございますけれども、それを受けて県のほうから190万

4,000円が入ると、そのほかに国のほうからも同額が社会福祉協議会、シルバー人材センタ

ーのほうに直接入ることになっているところでございます。 

○委員長（安食幸治君） 10番、土田勵一君。 

○１０番（土田勵一君） どうもありがとうございます。 

  これまで、何年か前までにすごく苦しかったんですよね、シルバー人材センター。それで

人集めがもう大変で、もうどうしようもないということで、若干十何人を増やすということ

で、今の194万ですか、これがもらえるようになるにはあと15人ぐらいが必要だということ

で、何年前だったでしょうか、３年ぐらい前になりますか、それで議員の人も入った人がお

ります。それから、また10人ぐらい増やすためにはいろいろ工夫してやっていただきました。

それで、今に至っているわけですけれども、今後は果たしてまた100人を切った場合、一体

どうなるのかと私は心配しておりました、ずっと、はい。 
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  それで、いい状況になるというのもなかなか厳しいかもしれませんので、それを維持する

ためには一体どうしたらいいかなと、また２段３段のことを考えないと、この補助金、国か

ら県からのをカットされますと、これはまたつらい厳しい状態になってしまうので、何かう

まい方法がありましたら何か考えてやりたいと思いますけれども、何かいい方法ありません

かね。 

○委員長（安食幸治君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（伊藤 修君） 委員さんおっしゃるとおり、３か年平均で100人を切ってし

まうと補助金がなくなるということで、シルバーのほうでもかなりいろんなことを実施して

いるかと思いますけれども、何かいい方法がないかと言われれば、職員のＯＢもかなりいら

っしゃいますので、そういった方にまずは入っていただくというのも一つの手ではないかな

と思っているところでございます。 

○委員長（安食幸治君） 10番、土田勵一君。 

○１０番（土田勵一君） 私もＯＢの人から入っていってもらって頑張ってもらったらいいん

でないかと私１回提言したことがあるんですよ。それが、なかなかうまくいかなかったんで

すよ。今のうちから、やっぱり唾つけるっちゃ悪いんだけれども、やっぱり今のうちからち

ょっとお願いしておいて期限が来たら入ってもらうという、こういうふうな方法がすべきと

思いますが、よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○委員長（安食幸治君） いいですか。 

  ほかに質疑ごさいませんか。 

  ２番、廣野秀樹君。 

○２番（廣野秀樹君） ２番、廣野です。 

  70ページの下から２行目の報償費ということで、藤野議員とも少し関係ありますけれども、

ひとり親家庭等入学及び卒業祝金ということなんですけれども、小中高までの、その詳細を

お願いしたいと思います、人数等の。 

○委員長（安食幸治君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（伊藤 修君） これにつきましては、母子や父子家庭の健やかな成長のため

に保護者に入学及び卒業の祝い金、高校生では対象でございませんので小学校と中学校入学

時に１万円、中学校卒業時に１万円を支給させていただいているものでございます。 

○２番（廣野秀樹君） ありがとうございます。 
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○委員長（安食幸治君） ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（安食幸治君） これで民生費の質疑を終わります。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎散会の宣告 

○委員長（安食幸治君） 本日はこれにて散会します。 

  明日は午前10時から会議を再開します。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ３時１４分 
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決算特別委員会 

 

議 事 日 程（第２号） 

                       令和６年９月１１日（水）午前１０時開議 

 

１ 付託案件の審査・採決 
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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○委員長（安食幸治君） おはようございます。 

  ただいまの出席委員は全員です。 

  定足数に達しておりますので、決算特別委員会を再開します。 

  なお、暑い方は上着を脱ぐことを許可します。 

  これから本日の会議を開きます。 

  本委員会の傍聴については、大江町議会委員会条例第16条第１項の規定に基づき、委員長

はこれを許可します。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎付託案件の審査 

○委員長（安食幸治君） 議第67号 令和５年度大江町一般会計歳入歳出決算の審査を続けま

す。 

  なお、質疑については、大江町議会会議規則第51条及び55条の規定により、発言しようと

する者は、議席番号を告げて、許可を得てから発言してください。その際、ページ数を明ら

かにしてください。また、同一議題について１人３回を超えることができないという規定を

準用しますので、委員諸君のご理解とご協力をお願いいたします。 

  ４款衛生費の質疑を行います。 

  75ページから80ページになります。 

  ２番、廣野秀樹君。 

○２番（廣野秀樹君） ２番、廣野です。 

  76ページお願いします。 

  ４款２項の19節扶助費ということで、一番上の高齢者等通院支援給付金の５万800円につ

いて詳細をお願いいたします。 

○委員長（安食幸治君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（伊藤 修君） それでは、お答えをいたします。 
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  高齢者等通院支援給付金につきましては、対象者が75歳以上の高齢者とか、あとは75歳未

満の身体障害者手帳保持者の方で、自動車の運転免許を保持していない方に対しまして、寒

河江市立病院等の通院支援の一部としまして、左沢駅から山形駅まで山交バスを利用した際

の通院費用を、月２回、１回当たり200円を助成する制度でございます。 

○委員長（安食幸治君） ２番、廣野秀樹君。 

○２番（廣野秀樹君） その通院の回数の指定とかはあるのかないかなというのもですけれど

も、また周知とかというのは、お知らせ版とかそういうところで、今まで通知のほうはどの

ようになさっていたんでしょうか。お願いします。 

○委員長（安食幸治君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（伊藤 修君） 回数につきましては、月２回、往復４回ということで設定を

させていただいております。 

  また、広報につきましては、当然、町の広報紙、ホームページ、あとは民生委員等を通じ

て通知というか、周知をしているところでございます。 

○委員長（安食幸治君） ２番、廣野秀樹君。 

○２番（廣野秀樹君） そうしますと、最後の質問です、申請とかそういうのは、高齢者とい

うのもありますので、申請はどのようにすればいただけるのでしょうか。お願いします。 

○委員長（安食幸治君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（伊藤 修君） あくまでも申請主義となっておりますので、利用者の方から

町のほうに申請をしていただいて、支給決定をするという形を取らせていただいています。 

○委員長（安食幸治君） ほかに質疑ございませんか。 

  １番、菊地英幸君。 

○１番（菊地英幸君） １番、菊地です。 

  すみません、78ページをお願いしたいと思います。 

  ４款１項２目18節負担金、補助金及び交付金の中の、さわやか健康づくり推進事業補助金

についてお伺いしたいと思います。 

  これ回数券とか半年券だと思うんですけれども、何名ぐらいの方がちょっと利用されてい

るのか、まずお聞きしたいと思います。 

○委員長（安食幸治君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（伊藤 修君） この事業につきましては、税務町民課と分けて事業実施して

おります。税務町民課分につきましては国民健康保険の被保険者、健康福祉課分については
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社会保険と、あとは後期高齢者医療の保険者ということで分けております。ということで、

うちのほうの所管は社会保険と後期高齢の保険者になりますので、令和５年度につきまして

は、延べ人数になりますが、回数券利用で188人、半年券で348人の方が利用されております。 

○委員長（安食幸治君） ほかに質疑ございませんか。 

  １番、菊地英幸君。 

○１番（菊地英幸君） １番、菊地です。 

  すみません、あと80ページお願いしたいと思います。 

  ４款１項５目排水処理費の中の18節合併処理浄化槽設置補助金についてお伺いしたいと思

います。詳細をお願いしたいと思います。 

○委員長（安食幸治君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（櫻井洋志君） 合併処理浄化槽設置補助金に関しては、くみ取から合併処理

浄化槽への入替えというようなことの中で、新たに合併処理浄化槽をつくると、設けるとい

うような場合に、補助金を出しております。大きさによって人槽ということで、５人槽から

７人槽とかそういったものがありますので、その中でちょっと補助の金額は変わっておりま

すが、そのような対応をさせていただいております。 

  以上です。 

○委員長（安食幸治君） １番、菊地英幸君。 

○１番（菊地英幸君） ありがとうございます。 

  ちなみに何か所ぐらい設置されているのか、ちょっとお伺いしたいと思います。 

○委員長（安食幸治君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（櫻井洋志君） 令和５年度の決算の中では、５基に対して合併処理浄化槽設

置補助金については交付をさせていただいております。 

  以上です。 

○委員長（安食幸治君） １番、菊地英幸君。 

○１番（菊地英幸君） ありがとうございます。 

  その５基の場所は、分かるんであればちょっと教えていただきたいと思います。 

○委員長（安食幸治君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（櫻井洋志君） こちらについては、あくまで個人からの申請というようなこ

とになりますので、個人のお宅になります。公共下水道、あるいは農業集落排水、そちら以

外の部分というような形になります。 
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  以上です。 

○委員長（安食幸治君） ほかに質疑ございませんか。 

  ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（安食幸治君） これで衛生費の質疑を終わります。 

  ５款労働費の質疑を行います。 

  79、80ページになります。 

  ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（安食幸治君） これで労働費の質疑を終わります。 

  ６款農林水産業費の質疑を行います。 

  79ページから92ページになります。 

  ２番、廣野秀樹君。 

○２番（廣野秀樹君） ２番です。 

  92ページ、６款２項14節工事負担ということで、古寺緑地のこれは修繕かな、施設撤去工

事ということで192万5,000円、詳細お願いいたします。 

○委員長（安食幸治君） 農林課長。 

○農林課長（秋場浩幸君） 古寺緑地休養施設の撤去等工事費ということで、こちらは古寺に

キャンプ場がありますけれども、そこにキャンプ広場、あとトイレ、あと炊事場があったん

ですけれども、農林課で所管しております炊事場について、老朽化が激しいということで撤

去させていただいた工事でございます。 

○委員長（安食幸治君） ２番、廣野秀樹君。 

○２番（廣野秀樹君） ２番です。 

  そうしますと、下の何かトイレというのも今ちらっとおっしゃっていただいたと思うんで

すけれども、大江町には、ほかにこういう施設等は何か所ぐらいあるかご存じですか。詳細

のほうをお聞きしたい、数のほうをお聞きしたいと思います。 

○委員長（安食幸治君） 農林課長。 

○農林課長（秋場浩幸君） まず、この下にあります向山トイレ施設というのは、また古寺の

件とはまた別の工事でございます。こちらは、林道長畑線沿いにある向山地区にあるトイレ

が老朽化したために撤去した工事費になります。 
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  こういった施設というのは、ちょっとどういった施設かですけれども、キャンプ関係につ

きましては、大山自然公園のほうにキャンプ場などがございます。 

  以上です。 

○委員長（安食幸治君） ２番、廣野秀樹君。 

○２番（廣野秀樹君） ありがとうございます。 

  やはり、時代の流れとか行動とかそういうので、必要になくなってくる施設等が増えてく

ると思いますので、これからもそういう検討をしていただいて、予算化していただいて、撤

去するものは撤去していかなきゃならないのではないかなというふうに、最後に思いました。 

  以上です。 

○委員長（安食幸治君） ３番、大沼清人君。 

○３番（大沼清人君） 今の古寺のキャンプ場の炊事場の件なんですけれども、あそこは水道

が出なかった、私もキャンプしたことあるんですけれども。ただ、ほかに、例えばテントを

持ってあそこに宿泊する場合は、建屋がないと、本当にちょっと１泊ぐらいだったらいいん

ですけれども、長期的にどうなのかと。ほかにもトイレとかもあるんですけれども。その辺

で、利用者は何人ぐらいかとかということはリサーチされての決断だったんでしょうか。例

えば、建屋だけは残しておくとかという選択肢もあったと思うんですけれども、それも全部

更地にしたというのは、ちょっと性急ではないのかという感じを受けるんですけれども、見

解を教えてください。 

○委員長（安食幸治君） 農林課長。 

○農林課長（秋場浩幸君） 炊事場の建屋自体がちょっと老朽化したものですから、危険だと

いうことで今回は撤去したところでございます。あと、水道ではないんですが、水のほうは

一応、今も出る状態にしておりますので、ちょっと飲み水には適さないかもしれませんけれ

ども、水はご利用いただけるというようなことでございます。 

○委員長（安食幸治君） ほかに。 

  ５番、藤野広美君。 

○５番（藤野広美君） ５番、藤野です。所感ではありますけれども、お願いします。 

  84ページの４目の中の、食鳥処理施設指定管理料360万についてお伺いします。 

  委員会の説明では2,300羽、１年であると思いますけれども、さばいているという説明が

あったと思いますけれども、このさばきをしている方からちょっと話をお伺いしたことある

んですけれども、さばいた後、３日間ぐらい冷蔵庫に入れて、その後、小分けに袋詰めをし
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て出すんだということを聞いているんですけれども、１年間を通してこの仕事があればよい

のだが、ちょっと途切れるところもあるということなので、１年間の量が足りていないんだ

ろうなというふうに思うんですけれども、その辺はどのように捉えているかお伺いします。 

○委員長（安食幸治君） 農林課長。 

○農林課長（秋場浩幸君） やはり、昨年度の処理数2,300羽ということで、若干というか、

かなり少ないのかなということはあるかと思います。もちろん、年間を通して処理できる数

を、まず飼育する方に飼っていただければというふうなこともありますし、そのように、今、

飼育されている方も羽数を増やしていきたいというような意向があるようですので、今後は

増えていくのではないかというふうに思っております。 

○委員長（安食幸治君） ５番、藤野広美君。 

○５番（藤野広美君） ありがとうございます。 

  年間３回転すれば羽数はそろうんだろうけれども、今、掃除も含めてなので、2.5回転ぐ

らいしかできないというようなことも聞いております。町外からのさばきの鳥も入ってきて

いると思いますけれども、これ何羽くらい入っているのかお伺いします。 

○委員長（安食幸治君） 農林課長。 

○農林課長（秋場浩幸君） ちょっと町内外のはっきりした数字は押さえておりませんけれど

も、昨年の全体での処理羽数が2,311羽で、町内での飼育数が約2,000羽というふうに聞いて

おりますので、約300羽が町外から入っているものと推測されます。 

○委員長（安食幸治君） ５番、藤野広美君。 

○５番（藤野広美君） 委員会では、ＰＲも今後していかなければならないというようなこと

もあったと思いますけれども、どのようにＰＲをしていく予定か、あったらお伺いします。 

○委員長（安食幸治君） 農林課長。 

○農林課長（秋場浩幸君） ＰＲは、まず飼育羽数を増やすには、まず飼育者を増やしていか

なくてはならないというふうに委員会では申し上げたと思います。まず、新たな飼育者を、

何とかどなたかやっていただければというふうなことで、あと鶏舎のほうも、やっぱり今の

ままでは当然限界があるわけですので、新たな飼育者が、別の場所などで鶏舎の数も増やし

て羽数を増やしていきたいというふうなことで、そういった興味のある方、農家の方になる

のかなとは思いますけれども、いろいろ声がけは今しているところでありますので、ぜひ、

まず飼育する方を増やしていけるようなＰＲをしていきたいというふうに思います。 

○委員長（安食幸治君） ほかに質疑ございませんか。 
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  ２番、廣野秀樹君。 

○２番（廣野秀樹君） ２番。 

  90ページ、６款１項18節新規就農者育成総合対策事業補助金1,255万8,000円の詳細をお願

いいたします。 

○委員長（安食幸治君） 農林課長。 

○農林課長（秋場浩幸君） 新規就農者育成総合対策支援事業の補助金1,255万8,000円ですけ

れども、こちらは新規に営農を開始した方について、３年間にわたって年間最大150万円と

いうことで、生活支援的な意味合いの補助金かと思いますけれども、国からの補助金になり

ます。令和５年度につきましては、５名の方が補助を受けております。それと、それに加え

て営農開始時の初期投資にも費用はかかるというふうなことで、例えば機械の導入、施設の

整備等について、４分の３の補助で、最大375万円がそれぞれ補助されるというふうな内容

でございます。 

○委員長（安食幸治君） ２番、廣野秀樹君。 

○２番（廣野秀樹君） やはり大江町として移住者を増やすには、やっぱり農業で生活をして

いただくということで、この事業には大変大事だなというふうに思っておりまして、これか

らもこの事業に対しまして予算をしっかりつけていただいて、新規就農者の方が移住してい

ただくために利活用していただきたいなというふうに思っております。 

  以上です。 

○委員長（安食幸治君） 答弁いりますか。 

○２番（廣野秀樹君） いりません。 

○委員長（安食幸治君） ほかに質疑ございませんか。 

  １番、菊地英幸君。 

○１番（菊地英幸君） すみません、84ページをお願いします。 

  ６款１項３目農業振興費の中の18節鳥獣被害防止対策協議会補助金の詳細をお願いしたい

と思います。 

○委員長（安食幸治君） 農林課長。 

○農林課長（秋場浩幸君） 鳥獣被害防止対策協議会の補助金ということで、こちら町から協

議会のほうに補助をするものでありますけれども、平成25年にこの協議会が立ち上がったわ

けですけれども、鳥獣被害対策ということで実施隊も同時に結成しておりまして、その活動

に関する補助というふうなことで、例えば新規の狩猟免許の取得の補助ですとか、あとはく
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くりわなの購入費などについて、その中で活用して実施しているものでございます。 

○委員長（安食幸治君） １番、菊地英幸君。 

○１番（菊地英幸君） ありがとうございます。 

  ちなみに、ちょっとお聞きしたいんですけれども、くくりわななんですけれども、定価と

いうか、補助金なしだと幾らぐらいなのかなと、ちょっと分かるんであればお聞きしたいと

思います。 

○委員長（安食幸治君） 農林課長。 

○農林課長（秋場浩幸君） すみません、単価まで資料ちょっとないのですけれども、たしか

１基当たり5,000円ぐらいだったかと思います。間違っていたらすみません。 

○委員長（安食幸治君） ほかに質疑ございませんか。 

  １番、菊地英幸君。 

○１番（菊地英幸君） すみません、じゃ、88ページよろしくお願いしたいと思います。 

  ６款１項７目大山自然公園管理費についてお伺いしたいと思います。 

  その中の12委託料、大山自然公園の指定管理料200万円について、ちょっとお伺いしたい

と思います。詳細をお願いしたいと思います。 

○委員長（安食幸治君） 農林課長。 

○農林課長（秋場浩幸君） 大山自然公園につきましては、大江町産業振興公社のほうに指定

管理ということでお願いをしておりまして、その指定管理料200万円になります。内容とし

ましては、公園内の整備費であったり、あとは人件費等に使われているものと思っておりま

す。 

  以上です。 

○委員長（安食幸治君） １番、菊地英幸君。 

○１番（菊地英幸君） ありがとうございます。 

  令和５年度の利用客なんかは、分かればちょっとお伺いしたいと思いますけれども、よろ

しいでしょうか。 

○委員長（安食幸治君） 農林課長。 

○農林課長（秋場浩幸君） 令和５年度のコテージ、キャンプ場等の利用者数は、2,935人で

ございます。 

○委員長（安食幸治君） １番、菊地英幸君。 

○１番（菊地英幸君） ありがとうございました。 
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  コテージ利用の売上げというか、幾らぐらいあったのかなと、その辺もちょっとお聞きし

たいんですけれども、よろしいでしょうか。 

○委員長（安食幸治君） 農林課長。 

○農林課長（秋場浩幸君） コテージ、キャンプ場の区別はちょっと資料詳細ありませんけれ

ども、全体で597万1,000円でございます。約600万円でございます。 

○委員長（安食幸治君） ほかに質疑ございませんか。 

  10番、土田勵一君。 

○１０番（土田勵一君） 90ページ、６款１項11目新規就農者への家賃補助なんですが、たし

か２件だか空いているような感じはしたんですが、その後どうなっているでしょうか、まず

お伺いします。 

○委員長（安食幸治君） 農林課長。 

○農林課長（秋場浩幸君） 令和５年度の家賃補助につきましては、１年間補助したのが１件

と、あと５か月間、途中から旧寄宿舎のほうから出てアパート住まいされた方について、５

か月分の補助をしております。 

○委員長（安食幸治君） 10番、土田勵一君。 

○１０番（土田勵一君） 分かりました。ということは、前回お聞きしたときには、たしか３

人とか４人とかと言っていましたんですが、たしかそのように私はお聞きしたんですが、ま

だ状況はそれほど変わっていないんですか。 

○委員長（安食幸治君） 農林課長。 

○農林課長（秋場浩幸君） １件、新規就農者用住宅には入居はしているんですけれども、補

助の期間が５年間ですので、５年を超えたということで、ここには補助金としては出てこな

いということでございます。 

○１０番（土田勵一君） 分かりました。 

  以上。 

○委員長（安食幸治君） ほかに質疑ございませんか。 

  １番、菊地英幸君。 

○１番（菊地英幸君） １番、菊地です。 

  またすみません、84ページのほうお願いしたいと思います。 

  ６款１項３目農業振興費の中の18節の下から３番目、青果物等振興支援補助事業について

お聞きしたいと思います。詳細お願いしたいと思います。 
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○委員長（安食幸治君） 農林課長。 

○農林課長（秋場浩幸君） 青果物等振興支援事業補助金ということで、こちらにつきまして

は、来月リニューアルオープンする道の駅の産直施設の充実を図ろうというふうなことで、

出荷調整用の冷蔵庫、あと冬場の野菜の出荷に備えるということで、パイプハウスの整備費

に対して、補助率３分の２で上限100万円ということで補助をしているものでございます。 

○委員長（安食幸治君） １番、菊地英幸君。 

○１番（菊地英幸君） ありがとうございます。 

  ちなみに、冷蔵庫何基とかハウス何基とか、分かるんであれば教えていただきたいです。 

○委員長（安食幸治君） 農林課長。 

○農林課長（秋場浩幸君） 令和５年度は、冷蔵庫９件とハウス４件の計13件に補助をしてお

ります。 

○１番（菊地英幸君） ありがとうございます。 

○委員長（安食幸治君） ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（安食幸治君） これで農林水産業費の質疑を終わります。 

  ７款商工費の質疑を行います。 

  91ページから98ページになります。 

  １番、菊地英幸君。 

○１番（菊地英幸君） １番、菊地です。 

  すみません、96ページをお願いしたいと思います。 

  ７款１項３目12委託料の中の柳川温泉指定管理料についての詳細をお聞きしたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

○委員長（安食幸治君） 地域振興課長。 

○地域振興課長（清水正紀君） 柳川温泉の指定管理料につきましては、町の産業振興公社が

柳川温泉の指定管理者というようなことになっておりますので、その施設の管理に向けての

委託料という内容でございます。 

○委員長（安食幸治君） １番、菊地英幸君。 

○１番（菊地英幸君） ありがとうございます。 

  ちなみに、令和５年度は何名ぐらいが利用されているのか、お聞きしたいと思います。 

○委員長（安食幸治君） 地域振興課長。 
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○地域振興課長（清水正紀君） 柳川温泉につきましては、昨年度は約６万8,000人の利用者

というような状況になっております。 

○委員長（安食幸治君） １番、菊地英幸君。 

○１番（菊地英幸君） ありがとうございます。 

  柳川温泉も、結構老朽化というか、築、間もなく30年ぐらいを迎えるかと思うんですけれ

ども、修繕費も結構それなりにかかっているんですけれども、町長はあれを施設だと言って

おりますけれども、これ以上、だんだん老朽化も進んでくれば、至るところまだどんどん直

して予算も膨らんでいくのかなと思っているんですけれども、その辺はどうお考えなのか、

ちょっと最後お聞きしたいと思います。 

○委員長（安食幸治君） 地域振興課長。 

○地域振興課長（清水正紀君） 柳川温泉でありますけれども、委員ご指摘のとおり、約、も

うちょっとで30年というようなことになっておりますけれども、今年度については曝気槽な

んかも改修させていただいておりますけれども、ご指摘のとおり大分老朽化が進んでいると

いうような状況でありますけれども、昨日も話がありましたけれども、年次計画を組んで、

順次、整備をしていきたいと思っておりますけれども、そんな考えでいるところでございま

す。 

  ただ、柳川温泉の泉質については、健康温泉館の舟唄温泉よりも硫黄分がそんなにも強く

ないというようなことで、少し扱いやすいほうの温泉ではありますので、そういったことで

は大分救われているという部分はありますけれども、状況を見ながら、指定管理者の公社と

相談しながら、順次、老朽化の部分については整備していきたいと考えております。 

○委員長（安食幸治君） ２番、廣野秀樹君。 

○２番（廣野秀樹君） ２番です。 

  96ページ、７款１項３目の修繕費ということで、218万ぐらいなっていますけれども、ど

こをどのように直されたのでしょうか。 

○委員長（安食幸治君） 地域振興課長。 

○地域振興課長（清水正紀君） 修繕料212万3,000円でございますけれども、これには内容で

すけれども、町のほうで船を所有させていただいております。夏まつり大会で灯籠流しをさ

せていただいておりますけれども、そのときに使う船、あるいは何か水害で何かした場合に、

河川でちょっと救助作業が必要な場合というようなことで、船を持っておりますけれども、

船５台を所有しておりますけれども、そのうちちょっと４台を補修させていただいたという
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ことで、約100万円ほど使わせていただいております。 

  あとは、柳川温泉のほうに除雪用のドーザーを置かせていただいておりますけれども、そ

れの12か月点検というようなことがありますので、その部分で約100万というようなことで

使わせていただいたものでございます。 

○委員長（安食幸治君） ２番、廣野秀樹君。 

○２番（廣野秀樹君） 船５台のうち４台ということなんですけれども、年に花火大会に看板

等をつけて走っているところを想像しますけれども、ほかに利用しているときというか、あ

るんでしょうか、その５台。 

○委員長（安食幸治君） 地域振興課長。 

○地域振興課長（清水正紀君） 船の利用に関しては、今現在は夏まつり大会の灯籠流しのと

きだけ使っているということでありますけれども、先ほども言ったように、川での遭難があ

ったときはその船を出すということにしておりますけれども、そういったことは今まで、こ

れまではないので、そういう活用ということでは、これまでなくてよかったのかなと思って

いるところでございます。 

○委員長（安食幸治君） ２番、廣野秀樹君。 

○２番（廣野秀樹君） ２番。 

  今、水害等で堰堤のほうの工事入っているかと思いますけれども、やっぱり野ざらしして

いたり、増水のときに船が流されたり、また修繕とかしなきゃならないという状態に陥らな

いようなことの施策というんですか、そういうのはこの堤防の修繕に関して、船の居留地と

いうんですか、泊めるところとかそういうのは考えているんでしょうか。最後にお願いしま

す。 

○委員長（安食幸治君） 地域振興課長。 

○地域振興課長（清水正紀君） 船の現在の管理場所でございますけれども、藤田地区、元町

民プールがあるところに、陸に上げて管理させていただいております。川べりに浮かばせて

おくと、やはり増水のときに流されるというような危険性もありますので、陸の上に上げて

管理させていただいておりますけれども、そういうことで日差しとの兼ね合いもありますの

で、そういった日差し対策なんかもしなければいけないのかなとは思っておりますけれども、

適切に管理させていただきたいと思っております。 

○委員長（安食幸治君） ８番、関野幸一君。 

○８番（関野幸一君） 今の廣野委員の質問に対して、関連で質問をさせていただきたいと思
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います。委員会でも課長のほうに質問をしましたけれども、せっかく廣野委員からこういう

いい質問が出たので、それに対してもう少しプッシュをしたいと思います。 

  船が５艘あるということで、陸のほうに引き上げて保管をしているということですけれど

も、野ざらしで保管していれば、当然ＦＲＰもやはり傷んでくる。先ほど、日差しが当たら

ないようにという話が出ましたけれども、早急に、やはり小屋を建てるなりブルーシートで

覆うなりをして、町の備品でありますので、やはり傷まないように、修繕料がかからないよ

うなことを考えながら、きちんと町の財産を保管するようなことに取り組んでいただきたい

と思います。単管で組んで、船を２段とか３段に入れて、きちんと保管することもできると

思いますし、手間はかかると思いますけれども、買えば結構な値段がするわけでありますの

で、やはりそういうところをきちんとやっていただきたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（安食幸治君） ほかに質疑ございませんか。 

  10番、土田勵一君。 

○１０番（土田勵一君） 94ページ、７款１項２目７節ですかね、ブランド化の報償、これま

ず何人か、また状況がどういうふうになっているか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

○委員長（安食幸治君） 地域振興課長。 

○地域振興課長（清水正紀君） ７節の報償費のブランド化支援等コンサルタント報償という

ようなことでの、内容の詳細についてというようなことでのご質問かなと思っておりますけ

れども、これについては、道の駅が再整備になってリニューアルオープンしていくというよ

うなこともありますので、それに向けて商品開発ということで、仙台市のコンサルティング

会社の方から、昨年は６回ほど来ていただいて、商品開発に向けて各お店のほうに、お店と

いうかな、希望者の方を募って、商品開発に向けて指導をいただいたというような内容でご

ざいます。 

○委員長（安食幸治君） 10番、土田勵一君。 

○１０番（土田勵一君） そうしますと、定期的にやるわけではないんでしょうかね。まず、

道の駅に限ってやるというのも、またどうかなとは思うんですが、どうなんでしょうね。 

○委員長（安食幸治君） 地域振興課長。 

○地域振興課長（清水正紀君） ５年度の決算ということでは、こういうことでさせていただ

いておりまして、６年度も引き続きさせていただいております。 

  今後のことですけれども、来年度の予算というようなことになっていきますけれども、こ
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こ２年間、こういった形でコンサルティング会社さんから来ていただいて、各お店のほうに

行って指導していただいてなんていうことで、お店の方のやる気を、背中を押すというよう

な作業をさせていただいておりますけれども、私個人としてはいい取組ではないのかなと、

各皆さんのやる気のある方の背中を押すということでは大変いい事業なのかなと思っており

ますので、来年度も引き続き、今、商品開発ということで、ブランド化ということではやっ

ていきたいと思っておりますけれども、ただ予算との兼ね合いがありますので、今後はちょ

っと検討させていただきたいと思います。 

○委員長（安食幸治君） 10番、土田勵一君。 

○１０番（土田勵一君） 最後になります。やはりお金はかかるのはしようがないんで、でも

やれるやつは、もうお金を少しは出してもいいからやったほうがいいんじゃないかなという

気がするんですよね。だから、ブランド化というのは難しいようで簡単なんですよね。私は

そういうふうに思っているんですよ。今、言ったとおり、来年はどうなるかそれは分かりま

せんが、肯定的に進めていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 

○委員長（安食幸治君） 地域振興課長。 

○地域振興課長（清水正紀君） 町内には本当にいい商品がたくさんあるかと思います。今回、

先生からいただいているのはお菓子の部分で、ちょっといろいろ見識、知識の高い方をお招

きをしてご指導をいただいておりますけれども、とてもいい取組ではなかったのかなと思っ

ておりますけれども、今後も引き続きやっていきたいと思っております。 

○１０番（土田勵一君） はい、了解。 

○委員長（安食幸治君） ほかに質疑ございませんか。 

  １番、菊地英幸君。 

○１番（菊地英幸君） １番、菊地です。 

  すみません、98ページをお願いしたいと思います。 

  ７款１項３目の温泉施設修繕負担金の詳細についてお願いしたいと思います。 

○委員長（安食幸治君） 地域振興課長。 

○地域振興課長（清水正紀君） 温泉施設修繕負担金でございますけれども、これについては

健康温泉館、柳川温泉で緊急に早急に手直し、修繕工事をしなければならなかったことが生

じた場合に、指定管理者の町の産業振興公社のほうから町のほうに協議をして、そして修繕

の対応をしてもらうというようなことで、町のほうで負担をしているというような内容でご

ざいまして、昨年度は健康温泉館の部分では250万ほど、柳川温泉では130万ほどというよう
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なことで、修繕を使わせていただいたものでございます。 

○委員長（安食幸治君） １番、菊地英幸君。 

○１番（菊地英幸君） じゃ、すみませんけれども、その詳細、中身、何の修繕をしたのか、

何を直したのかちょっと聞きたいと思いますんで、よろしくお願いします。 

○委員長（安食幸治君） 地域振興課長。 

○地域振興課長（清水正紀君） では、まず健康温泉館の250万ほどの使用の仕方でございま

すけれども、まず源泉の水中ポンプ及び送湯管がちょっと壊れたというようなことで約110

万ほど、あとはエアコンがどうしても調子が悪いなんというようなことと、あとダクトもち

ょっとおかしいなんというようなことで、75万ほど使わせていただいております。あとは、

柳川温泉では、駐車場の舗装がえぐれてしまって穴が空いたなんということであったもので、

そんなことで30万ほど、あとは大きなものですと露天風呂の外壁がちょっと傷んで危ないと

いうようなことで、33万ほどというようなことで使わせていただいたものでございます。 

○委員長（安食幸治君） ９番、伊藤慎一郎君。 

○９番（伊藤慎一郎君） ９番、伊藤です。 

  96ページお願いします。 

  これで委託料の中に観光やな管理委託料、そして工事請負費に観光やな改修工事費、そし

て下の方にきて稚魚放流事業ということで、全部足すと1,528万ほど、去年やなに資本を投

資していると、そういう状況で費用対効果をお願いします。 

○委員長（安食幸治君） 地域振興課長。 

○地域振興課長（清水正紀君） 観光やなにつきましては、昨年度はかなりの費用を投じさせ

ていただいて、補修工事をさせていただいております。費用はかなりかかっておりますけれ

ども、歳入というかな、やなはこういったことで修繕をした結果、昨年度は6,200匹ほどの

鮎を取ることができました。その前は、令和４年度は290匹というようなことで、要はやな

の補修工事、土砂を排土したというようなこともあって、やなで鮎が取れたというようなこ

とになっています。かなり費用は投じてはおりますけれども、大江町は最上川とともに生き

てきた町でして、やなもそういった歴史のあるものでありまして、そういうことでは町の観

光ＰＲの一助につながっているのかなと思っておりますけれども、お金だけではないものが

あるかと思いますので、そんなことでご理解をいただければと思います。 

○委員長（安食幸治君） ９番、伊藤慎一郎君。 

○９番（伊藤慎一郎君） ありがとうございます。 
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  やな問題にいっては、私これでもう何回も質問しているんですけれども、去年のはよく取

れた6,200、あれは川掘ったから下り鮎がかかったんであって、1,500万、個数が、ちょっと

待ってよ、ごめん。 

〔「1,000万だべ」と言う人あり〕 

○９番（伊藤慎一郎君） 1,000万ほどかけて、その6,200の鮎がかかるんですよ。ということ

は、毎年、春の増水であそこはすぐ砂に埋まるのよ。だから、毎年あそこ、川、空けないと

鮎はかからないんです。だから、欠陥やな場だという方もおりますけれども、ところで鮎と

いうのは、１匹出て300円ぐらいで試算されているようですけれども、何ぼだったっけ。 

〔「180万」と言う人あり〕 

○９番（伊藤慎一郎君） 180万といったか、鮎。 

  180万ぐらいだそうです。鮎代が、6,200かかって。去年の何か鰻もかかったらしいけれど

も。だから、やな事業は、俺、破綻しているんじゃないかなと思うんだけれども、これから

もこれだけのお金をかけてやるつもりなんですか、お願いします。 

○委員長（安食幸治君） 地域振興課長。 

○地域振興課長（清水正紀君） 観光やなの管理については、現在、大江ふるさと観光さんの

ほうで行っていただいております。町から貸付けということで貸して使っていただいて、利

用していただいておりますけれども、大江ふるさと観光さんでも引き続き行っていきたいと

いうようなことでありますので、町としては、その背中を押していきたいなと思っておりま

すので、そんなことで考えております。 

○委員長（安食幸治君） ９番、伊藤慎一郎君。 

○９番（伊藤慎一郎君） 背中押してでなんて、町民の税金使うんですよ。あなたの金ならい

いよ。町民の税金を使う金なんですから、払うほうの立場で物事しゃべってもらわないと。 

〔「そうだ」と言う人あり〕 

○９番（伊藤慎一郎君） それで、1,500万の鮎、何匹買えますか。町民に配ったらどうです

か。再度お願いします。 

○委員長（安食幸治君） 地域振興課長。 

○地域振興課長（清水正紀君） お金の関係については、かなりの金額が観光やなにかかって

いるというような部分は私も認識しておりますので、最小の予算で最大の効果が得られるよ

うに、ふるさと観光さんとともに、鮎、観光やなについては運営をさせていただきたいと思

っております。あと、観光やなのかかった費用を町民にというようなお話ですけれども、そ
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こはふるさと観光さんと相談させてもらいながら、ちょっとできるかどうか分かりませんの

で検討させていただきたいと思いますが、検討させてもらうというか、ふるさと観光さんと

協議させていただきたいと思います。 

○委員長（安食幸治君） ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（安食幸治君） それでは、11時５分まで休憩します。 

〔「終わるなら終わったほうが」と言う人あり〕 

○委員長（安食幸治君） すみません、これで商工費の質疑を終わります。 

  11時５分まで休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時５１分 

 

再開 午前１１時０５分 

 

○委員長（安食幸治君） 休憩を閉じて、会議を再開します。 

  ８款土木費の質疑を行います。 

  97ページから106ページになります。 

  ２番、廣野秀樹君。 

○２番（廣野秀樹君） ２番、廣野です。 

  102ページお願いします。 

  一番上の８款２項３目の消雪パイプ更新工事費となっておりますけれども、これはどこを

工事なさったんでしょうか。 

○委員長（安食幸治君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（櫻井洋志君） 消雪パイプ更新工事費というふうなことで、原町小漆川線の

13町内になりますけれども、こちらのほうの消雪パイプ、非常に出が悪くなっているという

ようなことから、220メーターの区間で消雪パイプの入替えを行ったという内容になります。 

○委員長（安食幸治君） ２番、廣野秀樹君。 

○２番（廣野秀樹君） 町道の消雪パイプの箇所は、駅前と原町と中央通りといろいろありま

すけれども、ここの工事するに当たりまして、ドーザーで掃く方法と、というのは、本郷地

区消雪パイプなったところが、ドーザーに掃くように変更なったんですけれども、やはり井
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戸水の量とかそういう関係で消雪パイプは無理だというふうになったのか、そこは分かりま

せんけれども、今回、消雪パイプ修理に当たりまして、ドーザーで掃く方法、消雪パイプを

なくす方法とか、これに至った経緯を教えていただきたいと思います。 

○委員長（安食幸治君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（櫻井洋志君） 今回のパイプを更新した訳なんですけれども、機械除雪に変

更するというような方法も一つあるわけなんですけれども、特に住宅が連帯しているという

部分で、その雪を掃いた処分、仮に置いておくとか、そういった場所の確保というのが、や

っぱり住宅が立ち並んでいるとなかなか難しいというようなことがございますので、この箇

所については消雪パイプの更新、井戸水、水に関してもあるというようなことも含めて、総

合的に検討をした上で入替えを行ったという内容になります。 

○委員長（安食幸治君） ２番、廣野秀樹君。 

○２番（廣野秀樹君） ２番。 

  分かりました。それで、今現在、消雪道路しているところがあるわけですけれども、ぜひ

修繕するときには、歩道まで水がしっかり流れたということをよく考えていただいて、とい

うのは、現在、消雪パイプ使っているところが、歩道に雪がたまるのでないほうがいいとい

う方も地域住民にいらっしゃいます。この先、修繕が必要になったときには、その辺のとこ

ろを注意していただきながら修繕のほうをお願いしたいなというふうに思います。最後です。 

○委員長（安食幸治君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（櫻井洋志君） 歩道の部分に、やっぱり水がうまく流れないというようなケ

ースが多々あります。設置する際には、歩道の舗装とか道路の舗装も含めてなんですけれど

も、そういったところに気を遣いながらしてはいるんですけれども、なかなかうまくいかな

いというのが正直なところです。そうした部分、ちょっと住民の手も借りながらというよう

なことでの対応をせざるを得ないというところはございますけれども、そういったケースが

できるだけないようにということで、施工のほうはしていきたいなと思います。よろしくお

願いいたします。 

○委員長（安食幸治君） ほかに質疑ございませんか。 

  １番、菊地英幸君。 

○１番（菊地英幸君） １番、菊地英幸です。 

  100ページの８款２項３目道路の除雪費の12委託料の除雪業務委託料についてお伺いしま

す。 
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  昨年、令和５年度は非常に雪が少なかったと記憶しておりますけれども、何回ぐらい除雪

出たのか、まずは教えていただきたいと思います。 

○委員長（安食幸治君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（櫻井洋志君） 昨年度、令和５年度の除雪の回数でございますが、除雪につ

いては大江町を３分割して、東部と中部と西部というようなことで、エリアを分けて除雪を

しております。早朝除雪の回数が東部では６回、中部では14回、あと西部では22回、そのほ

か、日中にちょっと雪がざくざくなったというような状況もありますので、そちらについて

は全体で14回というようなことで出動をしております。 

○委員長（安食幸治君） １番、菊地英幸君。 

○１番（菊地英幸君） ありがとうございました。 

  ちなみになんですけれども、大江町の業務委託料受けている業者さんは何社あるのか、ち

ょっとお伺いしたいと思います。 

○委員長（安食幸治君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（櫻井洋志君） 除雪の委託をお願いしている業者については、11社でござい

ます。 

○１番（菊地英幸君） ありがとうございます。 

○委員長（安食幸治君） ほかに質疑ございませんか。 

  ２番、廣野秀樹君。 

○２番（廣野秀樹君） ２番です。 

  102ページお願いします。 

  ８款２項５目14節交通安全の施設等設置工事費が634万8,100円、詳細をお願いします。 

○委員長（安食幸治君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（櫻井洋志君） ８款２項５目の交通安全施設の工事請負費634万8,000円でご

ざいますが、こちらについては道路施設というようなことで、ガードレール及び道路の照明

灯、それと外側線、センターラインも含めて、そちらのほうの修繕を行っております。主に

壊れた箇所の修繕というような形の中で対応をさせていただいているものでございます。 

  以上です。 

○委員長（安食幸治君） ２番、廣野秀樹君。 

○２番（廣野秀樹君） ２番です。 

  そうしますと、これは町道のみということになっているかと思うんですけれども、これに
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関して、通年にわたってこのような工事というのが、やはり次から次とあるものなんでしょ

うか、それ。 

○委員長（安食幸治君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（櫻井洋志君） あくまで、町で道路を管理している町道の補修ということに

なります。ガードレールについては、特に雪解け後、破損しているところとか、あとは白線

についても、除雪でかなり見えなくなるという箇所がありますので、なかなか全て対応でき

ていないというのが正直なところでございますが、そういったライン引きをさせていただい

ております。あと、照明灯についても、やはり切れたところから中心に、昨年度は10基交換、

ＬＥＤ化も含めて対応をさせていただいております。 

  以上です。 

○委員長（安食幸治君） ２番、廣野秀樹君。 

○２番（廣野秀樹君） ２番です。 

  ＬＥＤというふうな話がありましたけれども、今、夜、散歩とかちょっとランニングして

いますと、ＬＥＤの交換、非常にあるなというふうに思っているところでありますけれども、

この先、町道のＬＥＤ化というので、大体どのぐらいの数を交換する予定でいらっしゃる、

全部交換するには大体どのぐらいかかるか、それに力を入れてこれから直していく、考えて

いらっしゃるのか、最後お聞きします。 

○委員長（安食幸治君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（櫻井洋志君） 道路の照明灯については179基ございます。今現在で、74基

がＬＥＤ化しております。差引きしますと、まだＬＥＤ化されていないのが105基ございま

す。これについては、順次、切れたものを優先的に対応していく必要がございますが、まだ

まだちょっと１基当たりの値段というのが高いものですので、そこはちょっと予算を組みな

がら対応させていただきたいなと思っております。 

○委員長（安食幸治君） ほかに質疑ございませんか。 

  １番、菊地英幸君。 

○１番（菊地英幸君） １番、菊地英幸です。 

  106ページ、８款４項２目の一番下のほうです、廃棄物処分委託料99万円、これは何を処

分したのか、ちょっとお伺いします。 

○委員長（安食幸治君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（櫻井洋志君） 廃棄物処分委託料99万円でございますが、こちらは８月にオ
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ープンしたぷくぷくパーク、こちらのほうに柏陵荘がございました。その柏陵荘の中にいろ

んなものがあったというようなことで、まず撤去するにもその内部のものを片づける必要が

あったというようなことで、そちらのほうの撤去費になります。 

○委員長（安食幸治君） ２番、廣野秀樹君。 

○２番（廣野秀樹君） ２番です。 

  100ページお願いします。 

  ８款２項３目13、一番下です、自動車借上料ということで、自分が感じるのに、建設課で

トラックからダンプから、いろんな種類の車両が準備されているような感じがするんですけ

れども、さらに借上料ということはどういう種類の車を借り上げているか、ちょっとお聞き

したいと思います。 

○委員長（安食幸治君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（櫻井洋志君） 自動車借上料ということで122万2,621円になりますが、こち

らについては、除雪の際に役場のダンプ１台使っているわけなんですが、それではちょっと

足りないということで、ダンプを２台、お借りをしております。それに加えて、除雪のパト

ロールというようなことをしておりますので、そのパトロール用の車両を借り上げておりま

す。 

  以上です。 

○委員長（安食幸治君） ２番、廣野秀樹君。 

○２番（廣野秀樹君） ありがとうございます。 

  ダンプ１台しかないということで、今から樹木の撤去とか、あとは毎年雪が降るというの

で、費用対効果ということで借り上げたほうが安いということなんでしょうけれども、やは

り、この先１台増やしたりというよりも、このままこのダンプ２台とパトロールカーを１台、

毎年、借り上げていくほうが費用対効果はいいということでよろしいんでしょうか。 

○委員長（安食幸治君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（櫻井洋志君） 除雪に対しては、会計年度任用職員、直営で採用してそちら

のほうでの対応も含めてやっております。夏場にはそういった方がちょっと限られるという

ようなことで、車の台数だけあってもなかなか回せないというようなことにもなりますので、

今の体制の中では、冬場はダンプをちょっとお借りしてというような対応がベストなのかな

と思っております。 

  以上です。 
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○委員長（安食幸治君） ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（安食幸治君） これで土木費の質疑を終わります。 

  ９款消防費の質疑を行います。 

  105ページから110ページになります。 

  ９番、伊藤慎一郎君。 

○９番（伊藤慎一郎君） ９番、伊藤です。 

  106ページお願いします。 

  一番下なんですけれども、広域事務組合と１億6,454万、これ負担しているんですけれど

も、今、広域消防の本署、あそこは何か手狭だということで、どこかに移転したいみたいな

情報なども聞こえてくるんですけれども、広域消防内のこういう件で議員からも言っている

けれども、広域消防の状況というかな、これからの計画みたいなものはあまり伝わってこな

いんで、消防としては、例えば本署の移転とか本署の改築とか、これからの消防の在り方と

かというのは、あったらお願いします。 

○委員長（安食幸治君） 総務課長。 

○総務課長（五十嵐大朗君） 確かに本署の建物も老朽化進んでおりますので、そういった計

画があることは聞いておりますが、具体的な話はまだ市町村のほうには下りてきていないと

いうような状況でございます。 

○９番（伊藤慎一郎君） はい、分かりました。 

○委員長（安食幸治君） ５番、藤野広美さん。 

○５番（藤野広美君） ５番、藤野です。 

  108ページお願いします。 

  ９款１項２目の中の消防団員報酬1,215万6,000円の計上をお伺いします。 

  数字、昨年よりも多くなっているなというふうに見るんですけれども、団員等も増えてい

るかも含めて、現在、令和５年度の団員、何人かもお伺いします。 

○委員長（安食幸治君） 総務課長。 

○総務課長（五十嵐大朗君） 消防団員報酬についてお答えいたします。 

  団員数につきましては、令和５年度は216人分の報酬であります。昨年度と比べますと、

大きく増えている要因といたしましては、昨年度までその下の団員諸手当の中でお支払いを

していた警戒出動報酬でありますとか、訓練の報酬については、消防庁の通知により、この
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消防団員報酬のほうで払わなきゃならないという通知が来たものですから、支出款項組み替

えた関係で、昨年より増えているというようなことであります。 

  ちなみに、消防団員報酬だけの比較でいきますと、令和５年度から、ご承知のとおり、班

長と団員の年額報酬を引き上げた関係で、トータルでは300万円ほど消防団員報酬としては

増えているというような計算になります。 

○委員長（安食幸治君） ５番、藤野広美君。 

○５番（藤野広美君） ありがとうございます。 

  昨年度の出動回数、内容等をお伺いします。 

○委員長（安食幸治君） 総務課長。 

○総務課長（五十嵐大朗君） 令和５年度については、火災の出動はありませんでした。警戒

出動報酬といたしましては、８月15日の花火大会でありますけれども、延べ90人の出動であ

ります。そのほか、各分団のほうで実施している訓練等々で合計30回、延べ1,313人の出動

をいただいているというような結果でありました。 

○委員長（安食幸治君） ５番、藤野広美君。 

○５番（藤野広美君） ありがとうございます。 

  昨年の決算のときに、消防団長と総務課長が団員を増やすためにということで、文書等を

出してお願いに回りたいというようなことを説明があったと思いますけれども、その結果、

増えているのかをお伺いしたいと思います。 

○委員長（安食幸治君） 総務課長。 

○総務課長（五十嵐大朗君） 今あったとおり、昨年度から消防団長と私で、いわゆる町場で

ちょっと団員数が少ないと思われる区を選びまして、そちらのほうの区長さんに直接訪問し

て、団員勧誘の協力をお願いしたというようなことがあります。その結果かどうか分かりま

せんが、令和６年度については機能別団員も制度を設けたこともありまして、団員総数とし

ては、令和５年度の216人から８人増えて242人体制というのが今の団員の人数であります。 

○委員長（安食幸治君） ほかに質疑ございませんか。 

  ４番、菊地邦弘君。 

○４番（菊地邦弘君） ４番。 

  108ページお願いします。 

  108ページの非常備消防費、12委託料、防火水槽清掃委託料、この防火水槽というのはあ

の防火水槽だと思うんですけれども、何か所、存在していましたかしら。 
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○委員長（安食幸治君） 総務課長。 

○総務課長（五十嵐大朗君） 令和５年４月現在で、防火水槽は町内204か所にございます。 

○委員長（安食幸治君） ４番、菊地邦弘君。 

○４番（菊地邦弘君） 町内204か所ですか、この水槽ですよね。この水槽は非常に大事なと

ころでありまして、インフラ全滅したときに最後のとりでになるわけでしょうから、この

204か所で54万1,000円、この辺にも防火水槽、目の前にもありますけれども、どのような管

理、清掃というか、見たことないような気するんですけれども、どのような形ですか。 

○委員長（安食幸治君） 総務課長。 

○総務課長（五十嵐大朗君） 防火水槽につきましては、年１回ないし２回、消防署員のほう

で全ての施設の点検をしていただいておりますし、消防団のほうでも日常的に点検はしてお

ります。このたびの54万ほどの支出につきましては、そのうち特に昔ながらの防火水槽で汚

泥がたまっている水槽もあるものですから、順次、緊急度の高いものから年次計画を立てて、

その汚泥を引き抜く処理をしているというようなことで、令和５年度は、三郷の農集排施設

の隣にある防火水槽の汚泥の引き抜き処理を行ったというものであります。 

○委員長（安食幸治君） ４番、菊地邦弘君。 

○４番（菊地邦弘君） これ分署のほうに委託しているということでしょうけれども、分署で

すか、どちら。 

  そういうところね。これをもって、我々も現役のときに防火水槽を実際に使って訓練は時

折やっていました。我々が管轄する中の防火水槽を、訓練して水をためて、水漏れがないか

とかいろいろやっていましたけれども、現在もそういう形になっているのか、最後に。 

○委員長（安食幸治君） 総務課長。 

○総務課長（五十嵐大朗君） おっしゃるとおり、各分団のほうでその辺りの訓練、点検はし

ていただいております。やはり、どうしても老朽化が進んでいる水槽もありますので、令和

５年度は防火水槽の工事費ありませんでしたけれども、毎年、計画を立てて、古いものから

更新をしているというふうな状況になっております。 

○委員長（安食幸治君） ８番、関野幸一君。 

○８番（関野幸一君） ページ数は108ページの消防団員報酬のところからになるんですけれ

ども、先ほど町の消防団員が二百十数名というお話がありました。多分、十数年前ぐらいに

１回、消防団の再編というか、編成替えをしていると思います。ここ数年、やはり消防団の

数が増えない、今回は何だっけ、機能消防団だっけか、ＯＢの方を入れて何とかそのぎりぎ
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りの数字を保っているということのお話になっていますけれども、消防団員の再編をそろそ

ろ考えていかなければならないのではないかなと思っております。 

  例えば、近々にいえば、我々らが所属していた自動車分団においても、ポンプ車３台持っ

ているわけですが、本当に緊急の場合には２台動かすのがやっとという状況になっているの

かなと、ＯＢとしても危惧しております。その中で、やはり各消防団にそういうポンプを回

すなり、そういうことをしながら、やはり有事のときには存分に非常消防団の力が発揮でき

るような、いわゆるそういう体制を、やっぱり今後、早急に考えていかなければならないと

思うんですが、その辺に関して答弁をお願いしたいと思います。 

○委員長（安食幸治君） 総務課長。 

○総務課長（五十嵐大朗君） おっしゃるとおり、その話題につきましては、消防団内部のほ

うでも常々意見が出ております。実はあした、秋の総合防災訓練の説明会を兼ねて幹部が集

まる機会あるんですけれども、その話題についても、私のほうからも提起したいと思ってお

りますし、この件については町長も常々、特に自動車分団のこともありますけれども、やは

り現状ではちょっとというところありますので、再編については待ったなしの状況であると

思いますので、今後、総務課あるいは消防団幹部の中でも議論を進めていきたいというふう

に思っているところです。 

○８番（関野幸一君） よろしくお願いします。 

○委員長（安食幸治君） ほかに質疑ございませんか。 

  ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（安食幸治君） これで消防費の質疑を終わります。 

  ここで１時まで休憩します。 

 

休憩 午前１１時３１分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○委員長（安食幸治君） 休憩を閉じて、会議を再開します。 

  10款教育費の質疑を行います。 

  109ページから132ページになります。 
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  ３番、大沼清人君。 

○３番（大沼清人君） ３番、大沼でございます。 

  109ページをお開きください。 

  教育費全体のいわゆる施行率というんですか、消化率についてお尋ねいたします。 

  教育費、昨年度は当初予算が５億1,348万で、補正が1,427万です。不用額が2,014万。 

〔「マイク」と言う人あり〕 

○３番（大沼清人君） そういう記載になっております。率にしますと、大体不用額が3.4％

弱、本町の財政の大体執行率というのが、見ていますと98％前後となっております。ちょっ

と見ますと、教育費だけがちょっと突出、全体的に非常にパーセントとしてはちょっと、ん、

という、特に補正予算よりも不用額が多くなってしまったと。これはそもそも、じゃ、補正

はいらなかったんじゃないのという非常に素朴な疑問が湧いております。 

  もちろん、不用額というのはその年度で使えなかったということで、何かの変動というん

ですか、やっぱり終わってみないと分かんない部分というのは確かにありますし、例えば入

札不調を避けるために、予算を少し、多少多めにというのは分かります。ところが、全体に

比べて教育費だけが非常に、これは一体何でなのかなという非常に素朴な疑問が、私、持っ

ているんですけれども、それについてちょっとお答えいただけませんでしょうか。 

○委員長（安食幸治君） 教育文化課長補佐。 

○教育文化課長代理（髙瀬こずえ君） 私、今の質問に対してご回答させていただきます。 

  10款の教育費の執行率は、令和５年度は96.3％でした。令和４年度は96.9％でしたので、

それに比べますと0.6％執行率が下がったというような状態になっております。 

  10款の教育費の増額補正の主なものは、一般職員の給与改正や人事異動に伴う補正が748

万円で、そのうち78万8,000円が残っております。あと、圧雪車の修理に係る補正が114万

3,000円で、そちらに対しても20万ほど残っております。可搬式冷風機設置に係る関係のも

のが1,066万5,000円補正しておりますが、そちらについても６万1,000円ほど残っていると

いうような状態でございます。ただ、給与関係になりますと、人件費は流用ができないよう

なものもありまして、あと、なおかつ教育費に関しましては、いっぱいの事業がありまして、

かなり款項目、目が分かれているものが多くございまして、流用ができないものというのも

結構ございまして、それぞれの積み上げもかなり大きなところではございます。 

  また、そのほかに不用額が大きいところを見ていきますと、それぞれの施設の光熱水費と

いうところがございます。一番大きい小中学校で見ますと、予算額、小中学校合わせまして
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2,100万円に対して1,849万2,000円の支出で、250万8,000円の残があります。これは例年ど

おりの金額を予算計上していたんですけれども、暖冬の影響か、冬期間の電気の使用量が例

年よりも少なかったということもあって、そのほか国の電気・ガス価格激変緩和対策事業に

よる電気代の値上げが、当初令和５年度９月までの予定であったものが、段階的に延長され

ていって、結果、年間通して値下げされたということによりまして、予想していたよりも価

格が下がって、残額が出てしまったというものでございます。公民館等の光熱水費でも同じ

ような理由で、電気代の不用額が出ております。 

  消耗品の関係では、コロナの感染症対策支援事業として、国からの補助金を利用して、加

湿器などのフィルターや除菌剤を購入して、感染症が流行、拡大したときのために、そのほ

かの補助金としまして、その補助金を使って抗原迅速テストキットや消毒用アルコールなど

を購入しようと思いまして、感染が拡大したときのためにということで予算を残していたも

のがあります。こちらのほうは、幸いにもそれほど流行が拡大しなかったということもあり

まして、消耗品を購入せずに済んだということもありまして、その分の消耗品費代が小学校

で56万5,000円ほど、中学校が36万1,000円ほど、合計92万7,000円ほど残っているというこ

とがございます。 

  また、スクールバス関係のほうでは、小学校の児童送迎事業業務委託料が41万9,000円ほ

ど、中学校の生徒送迎業務委託料が72万6,000円ほど残っております。こちらのほうは、春

休みなどの長期休業時や土日の部活動での運行回数が想定よりも少なかったこと、あと直営

の運転手が体調不良などの理由により長期休暇を強いられた場合に、代行運転手をなかなか

確保できないことも増えておりますので、その場合に備えて送迎を委託する必要があり、そ

のために残していたということがございます。 

  令和５年度は、小学校のスクールバスの運転手さんが体調不良で年度途中で休職、退職さ

れたということもあり、そういったことも踏まえまして委託料を残しておきたかったという

こともありまして、残額が大きくなってしまったということもあります。令和５年度は、幸

いなことに、ほかの運転手さんの長期休暇の休みもなく、２月から新しい会計年度任用職員

さんの運転手さんを雇用できたこともあり、不用額が増えてしまったというのが現状でござ

います。 

  あと、もっと大きいところといたしましては、教育振興費の会計年度任用職員報酬、こち

ら120ページになりますけれども、150万6,000円ほど残っております。こちらのほうは、中

学校の部活動指導員をもう１名雇用したいとずっと募集していたのですけれども、応募がな
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くて採用に至らなかったため、残ってしまったというものでございます。 

  あと、132ページをお開きください。 

  こちらのほうが、こちらに施設整備等工事費が残っているんですけれども、こちらは体育

センター２階の観客席の手すりのかさ上げ工事で、215万円の残となっております。こちら

は当初予算を計上した段階では、ステンレス製の手すりを設置する予定で計上しておったん

ですけれども、令和５年度に入り、ステンレスの価格が高騰して、予算内でステンレスの柵

を購入して実施することは不可能であるということが判明いたしまして、急遽、鉄製の部材

で手すりを設置することに変更したため、残額が出てしまったものでございます。こちらも

工期が12月中旬から３月下旬にかけてという工事で出来上がったもので、不用額として残っ

てしまったものでございます。 

  いろんな積み重ねがございますけれども、こういった理由から残額が大きくなってしまっ

たというものでございます。 

○委員長（安食幸治君） ３番、大沼清人君。 

○３番（大沼清人君） ご説明ありがとうございます。 

  もちろん、残ったからといって、例えば目的にそぐわないものを無理して使うとかという

のは、これはちょっといかがなものかなと思うんですけれども、今のお話ですと、光熱費の

変動部分と予期せぬドライバーのチェンジ等々、あるいは設備費等々のあれがあったと。 

  では、今年度はあらまし光熱費も落ち着いていますし、そんなに大きな職員の変更という

のもあまり考えられないだろうということからすると、この執行率というのは改善するとい

うふうに思ってよろしいんでしょうか、お伺いします。 

○委員長（安食幸治君） 教育文化課長補佐。 

○教育文化課長代理（髙瀬こずえ君） 執行率が低いというのも現状でございますので、鋭意

精査いたしまして執行率を高めるように努力していきたいと思います。 

○委員長（安食幸治君） ３番、大沼清人君。 

○３番（大沼清人君） ぜひ、大事な予算ですし、教育というのは、もう本当に町の礎の予算

であると私は思っていますし、必要なところはどんどん使うべきだと私は思っています。た

だ、やっぱりきちっと精査というんですか、あまり開きがあると、ん、というふうにどうし

ても思ってしまいますので、その辺ご留意いただいて、よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○委員長（安食幸治君） ４番、菊地邦弘君。 
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○４番（菊地邦弘君） ４番。 

  124ページをお願いします。 

  公民館費、17備品購入費、施設用備品購入費の中で275万、公民館だからふれあい会館だ

と思うんですけれども、内容をお願いいたします。 

○委員長（安食幸治君） 教育文化課長補佐。 

○教育文化課長代理（髙瀬こずえ君） 施設用備品購入費275万円についてご説明いたします。 

  こちらは、町民ふれあい会館のホールで、車椅子利用者が安心してステージへ移動できる

ようにするために、車椅子用の段差解消機を購入したものでございます。段差解消機はリフ

ト式なもので、車椅子に乗ったままボックス型の籠に乗り、安全対策をした上で昇降するも

のでございます。ふれあい会館のホールの構造上、スロープの設置や固定型の段差解消機は

設置することが難しいため、移動式のタイプを選定して、使用しないときは、ホール内の椅

子とかを保管しておきます倉庫内に収納しております。 

  以上でございます。 

○委員長（安食幸治君） ４番、菊地邦弘君。 

○４番（菊地邦弘君） ちょっともう一度詳しくお願いしたいと思うんですけれども、ふれあ

い会館の中で使うステージに上がるがゆえのものということで理解したいと思うんですけれ

ども、そういうのであれば、ＳＤＧｓの何もっていいか分からないんですけれども、どのよ

うな形で、何か声があったとかということはあったんでしょうか。 

○委員長（安食幸治君） 教育文化課長補佐。 

○教育文化課長代理（髙瀬こずえ君） 今、委員さんのおっしゃるとおり、ふれあい会館のホ

ールでステージへ移動するためのものの昇降機になっております。設置前は、ホールからス

テージへ移動する手段が狭い階段しかなかったため、車椅子の方は車椅子に乗ったまま移動

ができないという状態がありました。町民ふれあい会館のホールでは、コンサートや講演会、

表彰式など、様々な用途で使用していただいておりますけれども、車椅子の方はそのような

イベントや行事などへの出演の機会が奪われておりましたので、このような不平等な状況を

改善するために購入させていただいたものでございます。以前、車椅子の方がいらした際に、

壇上に、ステージの上に移動していただくために皆さんで持ち上げていただいたというよう

なこともありましたので、そういった現状を踏まえて購入させていただいたものでございま

す。 

○委員長（安食幸治君） ５番、藤野広美君。 
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○５番（藤野広美君） ５番、藤野です。 

  122ページお願いします。 

  10款４項１目の中の７報償費、子どもの居場所づくり事業報償19万8,000円についてお伺

いをします。 

  どんな事業を行ったのかお願いいたします。 

○委員長（安食幸治君） 教育文化課長補佐。 

○教育文化課長代理（髙瀬こずえ君） 10款４項１目７節の子どもの居場所づくり事業費報償

19万8,000円についてですけれども、令和５年度は、子どもの居場所づくり事業を10月から

３月まで15回開催いたしました。報償費19万8,000円は、ソーシャルスクールワーカーの方

やほかのスタッフの方へ、事業実施費に報償としてお支払いしたものでございます。 

  以上です。 

○委員長（安食幸治君） ５番、藤野広美君。 

○５番（藤野広美君） ありがとうございます。 

  昨年もここの項目は質問をさせていただいているんですけれども、学校に行けない子もい

るという中で、学校に行けなくてもいいんだということの中で、人と関わることができるよ

うになればということでやっている事業だというふうにはお聞きしたんですけれども、子ど

もたちがそのことを経験することによって、どのように変わってきたかをお伺いします。 

○委員長（安食幸治君） 教育文化課長補佐。 

○教育文化課長代理（髙瀬こずえ君） この事業では、学校でも家庭でもない第３の居場所と

して、子どもたちが安全と安心を感じながら、自由にしたいことを過ごして人と関わる機会

をつくりたいと思って実施しているものでございます。こちらのほうも、回を重ねると、１

人で過ごしていることが多かったお子さんでも、数回に１回はほかの子どもたちの輪の中に

加わったり、何度も挑戦し苦手なことを克服したり、自主的に片づけをしたりと、自然と過

ごす中で少しずつ社会性や協調性、積極性などを身につけているように感じられるものでご

ざいます。 

  その成果か、今年度から中学校の学習室へ順調に登校できるようになった生徒さんや、高

校へ進学し、以前よりも学校に登校できるようになった生徒さんもいるようでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（安食幸治君） ５番、藤野広美君。 

○５番（藤野広美君） この事業を近隣市町でもやっているかと思うんですけれども、近隣市
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町と一緒に合同でやっているということはないんでしょうか、お伺いします。 

○委員長（安食幸治君） 教育文化課長補佐。 

○教育文化課長代理（髙瀬こずえ君） 現時点で、町としては子どもたちについては、近隣市

町の同じような事業を行っている団体との交流活動は実施しておりません。ただし、指導者

の方たちは様々な団体の方と交流していると伺っております。また、保護者の方につきまし

ても、親の会などの交流、情報交換があると伺っているところでございます。 

○委員長（安食幸治君） ほかに質疑ございませんか。 

  ４番、菊地邦弘君。 

○４番（菊地邦弘君） ４番。 

  112ページお願いいたします。 

  18節負担金、補助及び交付金の中の左沢高等学校を支援する会負担金10万円、この内訳を

ちょっと、私いろいろ思っているところあるんですけれども、内訳をちょっとお願いいたし

ます。 

○委員長（安食幸治君） 教育文化課長補佐。 

○教育文化課長代理（髙瀬こずえ君） 左沢高校を支援する会の負担金10万円ですけれども、

こちらのほうが、大江だけではなくて、朝日、西川の３町のほうで設立しております左沢高

校を支援する会のほうに支払っているお金でございます。そちらの会のほうでは、大江町の

ほかに、朝日町、西川町、あと大江町の商工会さんと、あと左沢高校の同窓会さんのほうか

らそれぞれ負担金をいただきまして、事業を実施しております。 

  そちらの事業といたしましては、昨年度は左沢高校のパンフレット作成及び昨年度は左沢

高校の校名サイン、校舎についてある左沢高校という表示なんですけれども、そちらのほう

の文字が薄れてきたということで、そちらの工事代のほうと振込手数料合わせて26万3,560

円を事業費として支払っているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（安食幸治君） ４番、菊地邦弘君。 

○４番（菊地邦弘君） ありがとうございます。 

  あわせて、左沢高校の協議会を立ち上げているかと思ったんですけれども、そちらの点と

こちら、中が入っているような気がするんですけれども、全く別個のものでしょうか。 

○委員長（安食幸治君） 教育文化課長補佐。 

○教育文化課長代理（髙瀬こずえ君） 今おっしゃられたとおり、全く別の団体でございまし
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て、支援する会のほうは以前から３町のほうで設立した段階でございまして、委員さんがお

っしゃられた協議会のほうは、今年度から、左沢高校のほうが各学年１クラスになったこと

に伴いまして、大江町のほうが地元自治体ということで主体となって開催した協議会でござ

いますので、別のものでございます。 

○４番（菊地邦弘君） はい、了解。 

○委員長（安食幸治君） ５番、藤野広美君。 

○５番（藤野広美君） 128ページをお願いします。 

  10款４項５目の中の工事請負費、楯山公園整備工事費811万2,500円をお伺いしたいと思い

ます。 

  サイン工事だと思うんですけれども、何基のサイン工事を行ったのか、あと予定どおり全

部終わっているのかもお伺いします。 

○委員長（安食幸治君） 教育文化課長補佐。 

○教育文化課長代理（髙瀬こずえ君） こちらのほうは、令和５年度までに合計で58基設置完

了しております。そして、令和６年度に２基設置すると、全部で設置完了となる予定でござ

います。 

○委員長（安食幸治君） ５番、藤野広美君。 

○５番（藤野広美君） 今年度、令和６年度に２基を残しているという回答だったと思います

けれども、場所、どこか教えていただけますか。 

○委員長（安食幸治君） 教育文化課長補佐。 

○教育文化課長代理（髙瀬こずえ君） 令和６年度は楯山公園入り口の駐車場と、あと上のト

イレの近くに各１基を設置して、合計２基の設置予定でございます。 

○委員長（安食幸治君） ５番、藤野広美君。 

○５番（藤野広美君） 令和６年度分でちょっと申し訳ないんですけれども、工事、これから

始まるのかもお伺いできればありがたいです。 

○委員長（安食幸治君） 教育文化課長補佐。 

○教育文化課長代理（髙瀬こずえ君） こちらの事業は、６月中に工事発注済みでございまし

て、現在、工事中でございます。 

○委員長（安食幸治君） ほかに質疑ございませんか。 

  ３番、大沼清人君。 

○３番（大沼清人君） 126ページの図書館費の13区分の使用料、蔵書管理システム借上料と
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いうのがあるんですけれども、これは中央公民館の図書館ということでしたらば、例えば小

中高校の蔵書がおのおの図書館等あると思うんですけれども、それとのリンクというのは、

システム上はなっているんでしょうか。それともスタンドアローンというか、おのおの区切

られていて、それは違うよと、見られないよというふうになっているのか、教えてください。 

○委員長（安食幸治君） 教育文化課長補佐。 

○教育文化課長代理（髙瀬こずえ君） こちらのほうの蔵書管理システム借上料は、中央公民

館にある図書館のシステムの借上料のみになっております。小中学校につきましては、今年

度整備中でございますけれども、オンラインで公民館にある図書館と接続するという予定で

はございませんので、それぞれ独立したシステムになっております。 

○委員長（安食幸治君） ３番、大沼清人君。 

○３番（大沼清人君） 一般質問で廣野委員も図書、読書というふうなのは非常に大事だとい

うふうにおっしゃったんですけれども、やはり欲しいものが中央公民館にあって、いやいや

こっちにあるかどうか分からないと、小中で。中央公民館にも非常に児童書というのはたく

さん蔵書としてあります。これはリンクさせるべきじゃないですか、将来的に。それが利便

性の拡大、あるいはひいては読書人口の増大、層を厚くするというふうに思うんですけれど

も、それについてはご意見いかがですか。 

○委員長（安食幸治君） 教育長。 

○教育長（清野 均君） 今の大沼委員の回答のほうには、先日、私、廣野委員の回答のほう

で、今年度は各学校のほうの蔵書システムをまず整備して、今月中には何とか終わるのでは

ないかというふうに今見ておりますけれども、将来的にはその利便性をやっぱり考えればす

べきではあるということで、今後つなげていくような方向で予算要求していきたいと、現在、

計画しているところであります。 

○委員長（安食幸治君） ほかに質疑はございませんか。 

  ８番、関野幸一君。 

○８番（関野幸一君） 128ページ、工事請負費、先ほど藤野委員からも質問あったと思いま

すけれども、この楯山公園整備工事費800万円、あとは繰越明許で1,000万円ほどあるんです

けれども、これサイン工事のほかにどのような工事をしているか、詳細を教えてください。 

○委員長（安食幸治君） 教育文化課長補佐。 

○教育文化課長代理（髙瀬こずえ君） 令和５年度の予算の中から支出したものについては、

サイン工事のみとなっております。 
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○委員長（安食幸治君） ８番、関野幸一君。 

○８番（関野幸一君） 800万円、２基のサインというと、どういう…… 

  いやいや、800万円のやつの整備工事費のやつの中身を教えてくださいというので、５年

にこれでやったのがサインだけと、今、話ししたのね。俺はそういうふうに聞いたんですけ

れども。 

〔「２回目関係なくして」「どっちか分からなくなる」「800万でサイ

ンだけということはないべ」「２基は今年かな」「400万ということ

になっているからさ」「５年で」と言う人あり〕 

○委員長（安食幸治君） 教育文化課長補佐。 

○教育文化課長代理（髙瀬こずえ君） すみません、２基といいますのは令和６年度、今年度

分のことでございまして、令和５年度はまた別で、５基分でございます。 

○委員長（安食幸治君） ８番、関野幸一君。 

○８番（関野幸一君） 申し訳ございません、真面目に話を聞いているとそういうふうになっ

てしまいます。申し訳ありません。 

  その中で、サイン工事ということがあったと思いますけれども、その辺の効果、どのよう

に出ているかということと、以前にも言ったと思いますけれども、うちの町のサインという

は、各所管によってつくられていると今思っております。建設でやるのは建設のサイン、あ

とは地域でやれば地域のサインとかと、町中サインだらけで、どれが本当に目標だかと分か

らない。 

  以前に質問したときには、どこかで１つにまとめてやってもらったらいいんじゃないかな

ということも話をしていたと思いますけれども、その辺のところを考えての今回の整備にな

るのか、それとも教育は教育でやる、あと地域とは地域でやる、建設は建設でやると、これ

までどおり同じようなところで、町の至るところに様々なもののサインをつけるのかという

ことを、教育に聞いて大変申し訳ございませんけれども、教育のほうの見解をお聞きしたい

と思います。 

○委員長（安食幸治君） 教育長。 

○教育長（清野 均君） 案内板等の表示、標識、サイン工事についてでありますけれども、

その計画そのものが、文化庁の補助を多くいただいて実施しているものであります。史跡と

しての標識、それにふさわしいものとして、町の中でもこういうものがいいだろうという検

討委員会の中でしたものであります。今後とも、これから整備計画にのっとって、こちらと
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しては粛々と進めていきたいと考えております。 

○委員長（安食幸治君） ８番、関野幸一君。 

○８番（関野幸一君） 整備のほうはよろしくとお願いしたいところでありますけれども、や

はりどこかの課で一つになって同じ方向性、目線でサイン工事をしていただきたいと。古く

なっているものに関しては、何かとは言いづらいんですけれども、看板が外れて支柱だけに

なっているものとか、やはりその目的にそぐわないところにあるものとか、そういうものが

あるので、教育で、今回、文化的景観とかそういうものでやるのであれば、うちの課がやる

からと言って予算を取って、それで町のサインなどを、やっぱり一定のものというか、一つ

のものに調整していただきたい。それがやはり、町外から入ってくる人のための様々なもの

の目印にもなると思いますし、余計なところに看板のない案内柱が立っていたりと、そうい

うことがなくなると思いますので、しっかりとそういうところを、横のほうと連絡を取りな

がら、教育長の陣頭指揮の下、整備をしていただきたいと思います。どうですか。 

○委員長（安食幸治君） 教育長。 

○教育長（清野 均君） 楯山城の史跡としては、その整備の中でそれに合わせた標識になる

のかなと思います。あと、文化的景観のほうも、同じ教育委員会の中ですので、雰囲気とし

ては非常に似たような統一性のあるものだと認識しております。町全体としても統一すべき

である、協調すべきであるということではありますので、こちらとしてもいろいろな方向と

働きかけながら、できるだけ見やすいという観点から、委員の方にもお願いしながら進めて

いきたいと思います。 

○委員長（安食幸治君） ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（安食幸治君） これで教育費の質疑を終わります。 

  11款災害復旧費の質疑を行います。 

  131ページから132ページになります。 

  質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（安食幸治君） これで災害復旧費の質疑を終わります。 

  12款公債費の質疑を行います。 

  131ページから134ページになります。 

  ありませんか。 
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  ３番、大沼清人君。 

○３番（大沼清人君） 134ページの交通安全対策費の役務費です、11区分。高齢者…… 

〔「ちょっと今、12款」と言う人あり〕 

○３番（大沼清人君） 失礼しました。12款、ごめんなさい。 

〔「一番の間違い」と言う人あり〕 

○委員長（安食幸治君） ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（安食幸治君） これで公債費の質疑を終わります。 

  13款諸支出金の質疑を行います。 

  133ページから134ページになります。 

  ３番、大沼清人君。 

○３番（大沼清人君） 134ページの交通安全対策費の中の役務費、11区分ですね。この中の

高齢者運転証自主返納支援事業とありますけれども、今まで延べで何人ぐらいの方が自主返

納をされて、今後どういうふうになると思われますでしょうか。というのは、この数そのも

ので、いわゆる交通公共、バスですとかデマンドですとかに対するどのぐらいの依存をすべ

きかという議論になってくると思うんですけれども、その数字を教えてください。 

○委員長（安食幸治君） 総務課長。 

○総務課長（五十嵐大朗君） 高齢者運転免許証自主返納支援事業の乗車券についてご説明い

たします。 

  この制度につきましては、平成28年度からスタートしておりまして、累計で245件の利用

が令和５年度まであります。その内訳といたしましては、タクシー券の２万円分相当が

86.6％を占めておりまして、すみません、先ほど合計…… 

〔「245」と言う人あり〕 

○総務課長（五十嵐大朗君） すみません、合計が283件です、失礼しました。そのうち、２

万円分のタクシー券が245件で86.6％と、ほぼ大多数を占めております。そのほか、３年間

の町営バスの無料乗車券が累計で16件、３年間の乗り合いタクシーの無料乗車券が累計で19

件というふうな実態になっているところでございます。 

  この結果からも、この制度、あくまでも運転上危険を伴うであろう方の免許証の自主返納

を促す制度でありますので、この結果からいいますと、本当は町としましては、町営バスと

か乗り合いタクシーを利用していただいて、その交通の利用に供してほしいという思惑があ
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ったんでしたけれども、実態はタクシー券がほとんどというようなことになっているところ

であります。 

○委員長（安食幸治君） ほかに。 

  ５番、藤野広美君。 

○５番（藤野広美君） ５番、藤野です。 

  134ページお願いします。 

  13款２項１目の中の18節の中で、交通安全母の会補助金３万円計上になっていますけれど

も、この補助金の内容として、小学校１年生の入学生ランドセルカバー贈呈とか、あと高齢

者宅の訪問をして、反射材をお分けするというふうな事業があると思います。そのほかに、

各地区から評議員という形で選出なっているかと思うんですけれども、なかなか選出が大変

だという区もあって、区長さん代行しているところもあると思うんですけれども、何地区あ

るかお伺いします。 

○委員長（安食幸治君） 総務課長。 

○総務課長（五十嵐大朗君） 交通安全母の会の活動内容につきましては、今ご説明のあった

とおりであります。各集落から評議員という形で選出をしていただいておりますけれども、

今ありましたとおり、残念ながら選出いただけない区も実際あります。 

  令和５年度の実態でいきますと、選出いただけなかった区が６集落、内容的には、やはり

人口の少ない区で子どもさんがいない区がほとんどになるかと思います。そのほか、選出は

いただきましたが、なかなか請け負っていただけるのいないものですから、区長さんの奥さ

んが担っていただいている区が５つの区という状況でありました。 

○委員長（安食幸治君） ５番、藤野広美君。 

○５番（藤野広美君） ありがとうございます。 

  街頭指導は評議員さんが中心になっていると思うんですけれども、日中やっぱり勤めてい

る方が多いという状況の中で、地区に残っている方で街頭指導をしなくちゃいけないという

ところも出てきているんだということで、ちょっと大変になってきているということも耳に

しているんですけれども、この辺はどのように把握しているかをお伺いします。 

○委員長（安食幸治君） 総務課長。 

○総務課長（五十嵐大朗君） 実際、おっしゃるとおり、勤め人の方もかなりいるものですか

ら、そうした街頭指導の活動にご協力いただけない方もおりまして、どうしても固定化して

いる実態があるかと思います。実際に、寒河江西村山管内でも、この組織が残っているのが
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大江町と西川町だけという実態もありますので、ただやはり独自の街頭指導のほか、安協さ

んの方との一緒になってしていただいている立哨活動なんかも、この組織がないと成り立た

ないという側面もあるものですから、町としましては、ぜひこの組織を継続していただきた

いというような思いを持っております。 

○委員長（安食幸治君） ５番、藤野広美君。 

○５番（藤野広美君） ありがとうございます。 

  街頭指導、これからまた秋、週間始まってくると思うんですけれども、スクールバス送迎

の地区も増えているということで、朝、街頭指導を行っている区もあるというふうにお聞き

していますし、あと９月は、今もそうですけれども、残暑が厳しいということがあって、街

頭指導は続けていただきたいなというふうに思うんですけれども、これも続けていけるかど

うかというふうなことが出てきているのではないかというふうに思うんですけれども、その

辺はいかがでしょうか、お伺いします。 

○委員長（安食幸治君） 総務課長。 

○総務課長（五十嵐大朗君） ご承知のとおり、スクールバスの送迎範囲も広がっています。

そのこともありまして、あと評議員の方の負担軽減を図る意味からも、あとは酷暑の問題も

あります。この秋の母の会独自の街頭指導は、今年の秋はしないというふうに決まったとい

うふうにお聞きはしております。 

○委員長（安食幸治君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（安食幸治君） これで諸支出金の質疑を終わります。 

  14款予備費の質疑を行います。 

  133ページから136ページになります。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（安食幸治君） これで予備費の質疑を終わります。 

  ここで１時55分まで休憩します。 

 

休憩 午後 １時３９分 

 

再開 午後 １時５５分 
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○委員長（安食幸治君） 休憩を閉じて、会議を再開します。 

  これより一般会計決算の歳入の質疑に入ります。 

  お諮りします。 

  歳入は一括して質疑を行いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○委員長（安食幸治君） 異議なしと認めます。 

  したがって、一般会計決算の歳入は一括して質疑を行います。 

  ページ数は11ページから40ページになります。 

  ９番、伊藤慎一郎君。 

○９番（伊藤慎一郎君） ９番。 

  12ページお願いします。 

  一般質問した手前で、固定資産税の収入未済額1,154万2,000円ということでありますけれ

ども、これはこのままの状態というか、これからどういうふうにするのかお願いします。 

○委員長（安食幸治君） 税務町民課長。 

○税務町民課長（阿部美代子君） ただいまの12ページの固定資産税についての質問にお答え

いたします。 

  参考資料といたしまして、154ページをご覧いただきたいと思います。 

  154ページ、（３）滞納額調のほうに収入未済額の各年度における金額を記入しておりま

す。今、ご質問のあった固定資産税についてでありますが、令和元年度から４年度までの過

年度分と合わせまして、５年度の収入未済分を合わせて、トータル1,154万2,395円となって

おります。 

  こちらの収入未済額につきましては、初めに納税を行いまして、その後、納めるのが遅れ

た方については、督促状やお手紙、電話、それから家庭訪問を行いながら、納税相談を行っ

て収納をしていだたくように努めるわけでありますけれども、中には生活が非常に困窮して

いる、または一般質問でもお話しいただいたように、相続放棄、会社の倒産などによって差

押物件ない場合でも、固定資産税の名義が変わらない限り、毎年度、賦課されます。そのた

めに、不納欠損、１年間は必ずそういった相続放棄や倒産などで差押財産なしであっても賦

課されるために、どうしようもない額もこの中に含まれております。 

  そういったものも含めて収入未済額1,154万2,000円という金額になっておりますが、各年

度のこれまでの積み上げと５年度分の固定資産税の未収金についても、納税相談を行いなが
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ら、税の、やはり国民の方の納税というのは義務でありますので、公平を保つ上で、納めて

いただく努力をしているところで、引き続き行ってまいりたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（安食幸治君） ９番、伊藤慎一郎君。 

○９番（伊藤慎一郎君） 私も一般質問したんですけれども、例えば相続になっていなかった

り、どこからもらっていいか分からないけれども、そういうのはどのくらいありますかね。

例えば相続しているので払わないけれども、現在でも払わないけれども、恐らく払っていな

いというかな、払えない方というか、払っていない方もおると思いますけれども、当人、該

当人がどこに行ったか分からないというのはありますか。例えば、不在というか、まずそれ

だけお願いします。 

○委員長（安食幸治君） 税務町民課長。 

○税務町民課長（阿部美代子君） 相続が発生した場合には、まずは相続人と思われる方にお

手紙を差し上げます。それで、納税管理人として代表の方のお名前を確認させていただいて

おりますので、ほとんどの場合、納付書の発送先というのは分かります。ただし、今おっし

ゃってくださったように、所在が不明、どこに行ったか分からない場合や、または相続放棄

をしてしまった場合については、やはりお手紙は差し上げられない分というのは若干ござい

ます。 

  以上です。 

○委員長（安食幸治君） ９番、伊藤慎一郎君。 

○９番（伊藤慎一郎君） ありがとうございます。 

  実際に相続放棄なされて、例えば固定資産の競売で処理したという方、この５年度にあり

ましたか。じゃ、分からなかったら後からで結構です。 

○委員長（安食幸治君） 税務町民課長。 

○税務町民課長（阿部美代子君） ただいまのご質問、そういった相続放棄などの場合は、収

入未済の隣に不納欠損額ということで記載ございますが、その中に、不納欠損というのは、

消滅時効５年経過したもの、または執行停止後３年時効で処分するもの、または即時という

ことで相続放棄や倒産などで差押財産なしと認めた場合に行うことができる処理となってご

ざいます。その中で、即時処理を行ったのが11件ございます。それが相続放棄や倒産などで

差押財産なしとなった件数でございます。 

  以上です。 
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○委員長（安食幸治君） ほかに質疑ありませんか。 

  ３番、大沼清人君。 

○３番（大沼清人君） 関連です。滞納額調、154ページですね。 

  これ見ますと、滞納額の人員と件数が、年々これ怖いぐらい増えております。もちろん、

今、課長がおっしゃったように、やむにやまれぬ事情ですとか死去ですとか、相続の絡みと

か貧困ですとか、いろいろあると思うんですけれども、これはある程度仕方ない部分。 

  ただ私が心配なのは、それ以外の部分もあるんではないかと。いわゆるモラルの部分です

よね。例えば失業したとか、ひきこもりだとか何とかと。そういった部分というのは、大体

どの程度だと把握、これは予想というんですか、ちょっとなかなか言いづらいというか、定

量的に言いづらいと思うんですけれども、課長、その辺どう感じていらっしゃいますか。

154ページですね。 

○委員長（安食幸治君） 税務町民課長。 

○税務町民課長（阿部美代子君） そうですね、154ページの…… 

〔「参考資料だから」と言う人あり〕 

○税務町民課長（阿部美代子君） 154ページの滞納額調の人員というのは、実際の人数でご

ざいます。その下の件数というのが、納期ごとの件数となっておりますので、まずは説明さ

せていただきます。 

  年々増えているというご指摘でございますが、こちらに記載のとおり、各年度における人

数がやはり増えております。その一つの要因といたしましては、やっぱりコロナ禍での影響

であったり、独り暮らしの身寄りのない方、そういった方の増加なども影響しているのでは

ないかと感じております。 

  以上です。 

○委員長（安食幸治君） ３番、大沼清人君。 

○３番（大沼清人君） ちょっと私の言い方がまずかったのかもしれないんですけれども、い

わゆる不可抗力で滞納してしまったという方と、本当は払えるんだけれども、ああというこ

とで納税の義務を果たしたくないというやに聞いておりますけれども、どうお考えでしょう

かと、その辺。 

○委員長（安食幸治君） 税務町民課長。 

○税務町民課長（阿部美代子君） ほとんどの方は不可抗力といいますか、皆さん納税意識は

高くて納めようと努力していただいております。ですが、ごく一部、持っているにもかかわ
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らずという方が中にはおりますので、そこはやっぱり厳しく手続を取ってまいりたいと考え

ております。 

  以上です。 

○委員長（安食幸治君） ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（安食幸治君） これで歳入の質疑を終わります。 

〔「委員長、いいですか」と言う人あり〕 

○委員長（安食幸治君） 終わりました。 

  それでは、一般会計歳入歳出決算の総括質疑を行います。 

  なお、あくまでも総括質疑ですので、聞き漏らした事項や個別的な事項の質疑はご遠慮く

ださい。 

  ４番、菊地邦弘君。 

○４番（菊地邦弘君） それでは、総括質疑をさせていただきます。 

  ５年度の決算を見ますと、大きな事業としては道の駅おおえの再整備工事、先日ぷくぷく

パークとしてオープンした柏陵工事など人口拡大に向けた、一般質問みたいになっちゃうん

ですけれども、新規就農者の住宅建設や給食無償化といったような、松田町政の１期目の仕

上げとして思い切った手を打ったように、いろいろと思っておるところでございます。その

中で、町長が財源の確保も重要であると私は思うところでありまして、令和５年度のこの決

算における税収等は決算書に具体的にありますけれども、同規模自治体と比較して、まずど

のように町長は思っているのか。 

  続けてずっとまいります。 

  ふるさと納税の確保に向けた取組とか、併せて返礼品を強化すべきと思いますが、これも

毎年毎年同じようなことになっているんですけれども、どんどん拡充していかなければなら

ないのかなというふうに思っております。道の駅がオープンするに当たって、道の駅のパン

というものが、ベーカリー部門が新たに設置するようなことで、それもどんどんと追加して

いったらいいのかなと思ったりするところでありますし、昨日もありましたように、ブラン

ド化を進めているというようなこともありまして、それも返礼品の中にどんどんと入れてい

かなければならないのかなと思っているようなところを、全体的に町長どのように思ってい

るかということをお伺いしたいと思います。 

  また、今、大規模災害が頻発している状況を考えて、不測の事態に対する財政的な備えも
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また必要であることは確かであります。財政調整基金など、10億近いぐらいの基金がありま

すが、今後もっとどのように増やしていくのか、どうするのか、今後の見通しなどについて

も伺いたいと思います。 

  もう１点、この決算書でいろいろ工事、決算書のそれぞれの款に備品購入等ありますけれ

ども、なるべく町内業者からと考えたいと思っておりますが、様々な入札制度やある中で、

このようなところを町長はどのように捉えていらっしゃるのかということをお聞きしたいと

思います。 

  最後に、町長が目指す基本構想の実現に向けて、どの政策に力を入れて、どれくらいの成

果があったと感じていらっしゃるのかなということと、今後どういった施策等を目指してい

くのかなということを、ちょっと長くなりましたけれども、お聞きしたいと思います。よろ

しくお願いします。 

○委員長（安食幸治君） 町長。 

○町長（松田清隆君） 何点かありましたけれども、まず税収のお話がありました。 

  今回の決算の中では、８億ちょっとというふうな数字で決算をさせていただきましたが、

ここ30年程度、町の税収というふうなことは、７億から８億円台ぐらいで推移してきている

というふうなことで、大きく伸びたり減ったりというふうな状況にはないというふうに思っ

ております。逆に言えば、伸びが少ないのではないかという評価もあるかなというふうには

思います。ただ、やっぱり人口が減少している、納税者が減っているというふうな現状の中

では、それなりにスライドはしてきているのかなというふうに感じております。 

  同規模程度の自治体はどうなのかというふうなお尋ねもありましたけれども、どことは言

えませんが、近くの自治体などと比較いたしまして、うちのほうの税収というふうなものは、

特別な、例えばダムの交付金があるとか、そういうふうなことの特別な要素を除けば、税収

としてはそんなに低いところではなくて、同規模というふうに言われれば、一定以上の税収

があるレベルだというふうに感じているという状況であります。 

  そして、税収というふうなことで、ふるさと納税というのも大きなポイントではないかと

いうお話だというふうに思います。ふるさと納税の部分については、決算額で４年度に比し

て５年度が少し落ちたというふうなところがありまして、２款の議論の中でもいろいろと担

当課長のほうから説明をさせていただきましたが、やはりふるさと納税というのは、私は３

つ要素というか、大きなポイントがあるのかなと。 

  町の収入、財政的な部分の入の部分、そして返礼品を出していただいている事業者の方の
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販売額の増といいますか、売上げの増、そういった部分。そしてもう一つは、町のＰＲ、そ

して出している特産品のＰＲというふうな、３つのポイントが全部ひっくるまっているのが

ふるさと納税のシステムではないかというふうに思います。なので、努力はしているんです

が、もっともっと魅力的な商品を拡充し、返礼品としてお示ししていくという努力を、さら

に続けていかなければならないというふうに思います。 

  ふるさと納税の品目もそうなんですけれども、うちの売りは、やはり果樹を中心とする農

産物だというふうに思います。なかなか、例えばサクランボ、量の確保が難しいんです。や

っぱりふるさと納税は、その年によっていろいろと変動があるので、一定したその生産者か

らしてみれば、安定した取引先というふうなことには、なかなかなりにくいというふうなこ

ともあって、そこの量をいかに確保していくかと、種類の拡大もそうなんですけれども、う

ちの得意としている部分の量をいかに確保していくかというのも、大事なことではないかと

いうふうに思います。 

  今、質問の中にもありました道の駅のオープンというようなことで、今言った特産品が、

いろいろとあそこで並べられてＰＲをしていくというふうな役割もあるわけですので、その

部分とふるさと納税の返礼品との関係というのは、大きくつながってくるものだというふう

に思いますし、つなげていくべきだというふうに思っております。情報発信の起点として活

用していくというふうなことを申し上げておりますので、そこの部分ともタイアップしなが

ら、さらに品物拡充、量の拡充、そして新たな魅力的なものを探していく、そんなことにつ

なげていきたいと思っております。 

  それから、財政調整基金の話がありました。 

  財政調整基金については、令和４年度末に10億ちょっとというふうな数字で、これがこれ

までの恐らく基金の最高額だったというふうに思います。これは、道の駅の大型事業などに

備えてというふうなことで、基金を結構、積み増しをしながらやってきたというふうなこと

であります。今のところ、今年９月の補正後の時点では、大体７億6,000万程度まで減るの

ではないかというふうに見込んでいます。私としては、これまでの経過を見てくる中で、や

っぱり６億から７億ぐらいは財調として持っていないと、少し今後のことに何があっても耐

えられるような財政状況というふうなものを確保していくためには、それぐらいは必要なの

かなというふうには思っております。できるだけ取り崩したものはその年度内で、幾らでも

戻せるようなことで取り組んでいきたいというふうに考えております。 

  それから、工事や備品などの町内の業者の部分について、どうなのかというふうなことの
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ご質問がありましたけれども、基本的にはやはり町内の経済の活性化というふうなことを考

えれば、町内の業者さんから、工事なり備品なり、そういったものを納入していただくとい

うふうな方向の基本的な考え方は持っております。ただ、やっぱり町としては、公の機関と

して、入札なり見積り合わせなり、そういった手続の中で進めていくという必要があります

ので、そこのところは競争の原理も含めてあるのかなというふうに思います。 

  ちょっと数字的なところでは、総務課のカウンターのところに、工事の入札の結果を公表

しております。そこに載っかっているのは、予定価格が250万円以上の工事というふうなこ

とで上げておりますけれども、その部分の町内の業者が請け負った率というふうなことでい

えば、９割以上が町内の業者が工事の実施をしているという状況なので、工事については、

そういった部分では委員さんが言われているような方向づけは、数字として残っているのか

なというふうに思います。 

  ただ、備品購入というふうになれば、町内で扱えるもの、扱えないもの、いろいろありま

すので、そこの部分は、先ほど申し上げたような手続にのっとってやっていかざるを得ない

というふうなところは、ご理解いただきたいなというふうに思います。 

  そして、最後にありました１期目の総括といいますか、評価どうなんだというようなこと

のご質問がありましたが、私はこれまでずっとやってきた中では、なかなか自分で評価、点

数をつけるというのは、ちょっと何というかな、恥ずかしいというよりもそういったことで

はなかなか、自己満足も含めて、自分の口からは言いにくいところがあります。 

  そんな中で、毎年、町では町民アンケートというふうなものをやっています。町民アンケ

ートの中で、これは毎年やっている項目の一つに、大江町に住み続けたいかという質問の項

目があります。「住み続けたい」と今年答えていただいたのが69.7％、前年度よりも4.2％

増しているというふうなことがあります。それの項目の中に、「町外に転出したいです」と

いう答えが7.4％ほどありました。これは昨年度よりも2.4％減っていると。つまり、住み続

けたい人が増えて、町外に出たいという人は減ったというふうなことの回答を、数字的に見

れば、今、私たちが進めているまちづくりについて、町民の方からは一定の評価を得ている

ものではないかというふうに、私自身は感じているところであります。 

  以上です。 

○委員長（安食幸治君） ４番、菊地邦弘君。 

○４番（菊地邦弘君） どうも長々とありがとうございました。 

  私も長々とあれなんですけれども、やっぱり全て本町はすばらしいと思っています。ゼロ
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歳からずっと高校生まで追っかけて、いろいろと支援している中で、やはり税収を上げてい

かなければ、少しでもどうなのかなというのが、常々思っているんです。町税も大体軒並み

推移していくだろう、今後もそんなにだだ減りなんかはしないと思いますけれども。 

  国・県から補助金、交付税、大体26億ぐらい、あと県からはどれぐらいというような中で

大体推移していくと思うんです。その中で、固定費は固定費でがんがんいく、決まっている

額は毎年固定で、教育費なんかはもうなおさらと、扶助費ですよね。いろいろそういうのは

もう固定で何を持っていくという中で、やっぱり税収を上げるには、このふるさと納税が非

常に手っ取り早いのかなと思ったりも考えるわけですよ。 

  どこの町でも、果物だの何だのといろいろある中で、このたび道の駅がオープンするのに

当たって、思い切って地鶏ラーメンを開発してみたらどうかなとか、そういう、何というん

ですか、よく全国のいろんなところを見ていますと、やっぱり単品で開発しているんですよ、

開発力がすごいんです。それが当たっているというところが結構ありますので、それでもっ

て数億でもいいでしょうから、５年計画で進んでみるとかということをしていって、少しで

も税収が上がるような考え方をしていかなければならないのかなと思ったりするところで、

この質問をさせていただいたんですけれども、町長が言うように、やはり７割も住み続けた

いという方が思っていらっしゃるということは、満足だというふうに思っているかと思うん

ですけれども、今後もいろいろ取り組んでいただいて、町民の幸せにつながるように施策を

ぶっていただきたいと思いますので、よろしくお願いしますではないですけれども、やって

いきましょう。終わります。 

○委員長（安食幸治君） ほかに質疑はありませんか。 

〔「質疑でない、総括質疑」「総括ですよね」と言う人あり〕 

○委員長（安食幸治君） ５番、藤野広美君。 

○５番（藤野広美君） ５番、藤野です。総括質疑をさせていただきます。 

  新規就農者の方が就農を終えた後に、自分で生産、販売ができるように国の補助金を頂い

て、すもも団地４か所を開拓したということで、新しい挑戦をしたというふうに感じていま

す。耕作放棄地の減少と、スモモを生産することで、東京市場に大江町をＰＲするというこ

とにもつながっているものと思っています。 

  今年度もすもも団地の開拓が補正予算として計上なっているようですし、来年度に向けて

体験に来たいという方がもう既に２人いる、登録になっているというふうにお聞きもしてい

ます。このように、しっかりとした受入れもぜひ続けていただきたいというふうに思います
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が、いかがお考えでしょうか。 

○委員長（安食幸治君） 町長。 

○町長（松田清隆君） 新規就農者を迎え入れるというふうなことは、非常に幅広い町の問題

解決策につながるのではないかというのは、今、藤野委員から話があったとおりだというふ

うに思いますし、これからもぜひ農業後継者を確保していくというふうな意味でも、そうい

った取組をさらに強化をしながら行っていかなければならないと考えておりますし、いろん

なところに情報発信をしていきたいというふうに思います。今は農業面からの話、新規就農

者という切り口の話がありましたが、私はやはり新規就農者の確保というのも、移住・定住

者の確保という大きな枠組みの中での一つの構成する大事な要素だというふうに捉えていか

なければならないのかなというふうに思っております。 

  農業に限らず、いろんな部分でやっぱり若い人の力がもっともっとこの町で発揮されるよ

うなことをやりながら、この町に若い人、子育て世代の人がより多く住んでもらえるような

施策をどんどん展開していきたいなというふうなことで、これまでも様々な支援策、給付策

やってきました。さらに、そこの部分を強化しながら、まちづくり全体、移住・定住という

ふうなことを進めていければなというふうに考えております。 

  以上です。 

○委員長（安食幸治君） ５番、藤野広美君。 

○５番（藤野広美君） ありがとうございます。 

  今、町長がおっしゃったように、やはり新規就農者として来てくれた方が農業をなりわい

というふうな形でして、移住・定住につながるということになればうれしいなというふうに

思います。農業体験、新規就農者、またＯＳＩＮの会ということの方たちが、行政と一緒に

うまくかみ合っていくということで、移住・定住にもつながっていくのではないかなという

ふうに思います。大江町に来てよかったというふうに言ってもらえるように、より以上に行

政も力を出していただきたい、努力を続けていただきたいというふうに思いますが、いかが

でしょうか。 

○委員長（安食幸治君） 町長。 

○町長（松田清隆君） 新規就農者の部分については、本当にＯＳＩＮの会が10年を過ぎた活

動の中で、本当に力強い取組をしていただいているというふうなことで、感謝をせずにはい

られない状況であります。 

  先日も、東京のほうで新・農業人フェアがあり、報告によりますと、少し過大な表現かも
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しれませんけれども、大江町の机の前には常に人がいるんだけれども、ほかのところではぱ

らぱらだったなんというふうな報告を聞くと、本当にＯＳＩＮの会さん、それにも参加して

もらっておりますが、私はＯＳＩＮの会さんについては、やっぱり10年を迎えて、これまで

入ってきた方が、もう既に受入れ農家になって回していっていただけるという好循環が続い

てきているのではないかというふうに、私は分析をしております。ぜひぜひ、こういった好

循環を長続きさせていく、そして新しい人をどんどん呼び込んでいく、そんなことに町も一

緒になって取り組んでいきたいというふうに考えております。 

○委員長（安食幸治君） ８番、関野幸一君。 

○８番（関野幸一君） 私のほうから総括の質疑をさせていただきたいと思います。 

  先ほど、決算の中でも、楯山公園の整備工事のほうのサインの絡みでもあったと思います

けれども、ここ数年、楯山公園、また後ろの八幡座のほうの発掘調査並びに整備ということ

で、相当数の金額がつぎ込まれていると思っております。 

  その中で、現在の楯山公園とまた八幡座を見てみますと、発掘調査が終わった、ある程度

の整備が終わった後の、いわゆる草刈り、または木の討伐とか、そういうものに関して、あ

まり手を加えていないのではないかと。というのが、多分、皆さんご存じだと思いますけれ

ども、中郷バイパスから、今、楯山公園、いわゆる日本一公園を見ると、もう森になってい

るというか、あずまやさえ見えない。あと、見る場所によっては少年自然の家も見えない。

ということは、あそこに手は入れていないのかと思えるほどの木が伸び放題。あと、現場に

行くと草が伸び放題ということもあると思います。 

  いわゆる日本一公園、通称日本一公園というのは、町の顔でありますし、様々なものでテ

レビなど、また雑誌などにも、日本一公園からの眺望、左沢を眺めている眺望、または最上

川の映像が出る。それを見るたびに、ああ、うちの町だと、いいところだなと思うんであり

ますが、上から見る景色はまだ何とかキープできていると思うんですけれども、下から見た

ときには、本当にもう何も見えないような状況になっていると。 

  多分、昨年度、舟唄の日制定のときに行ったとき、今年の舟唄の制定の日もそうですけれ

ども、公園内のあずまやじゃなくてその上のほうの、一段上のほうのところから、もう今、

左沢の町並みが見えない。昔は、多分、町長もあそこに遊びに行って、まずあずまやでなく

て、その上のほうから町のほうの全景を見て、町の風景を見ながらというのが、多分、心に

残っていると思います。 

  今、あそこから何も見えない、木がもう松の木とか、木が邪魔で見えない。あずまやから
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も若干見える程度。その辺の整備というか、木の伐採とか公園の整備というのは、一体どの

ようになっているのか、発掘のほうに一生懸命お金をかけ、発掘が終わった後に草ぼうぼう、

木ぼうぼう、いわゆるあそこに何をしたいのか全然分からない。以前は、あそこのところに、

八幡座の上のほうに、何というのかな、お社みたいなものの展望台をつくってとかという話

もあったと思いますけれども、その構想もいまだに出てこない。だから、何あそこでしたい

のかなと。 

  一番は、あそこの中腹に日本一公園という看板を、皆さんあったのご存じだと思います。

それが、今年になってなくなっております。いわゆるあの日本一公園というのは、先人が日

本一の眺望から日本一の公園だということで、あそこに自信を持って掲げた看板であると思

います。そういう看板等もなくなって、やはり全然あそこのアピールがなっていないと。そ

れに対して、町としては見て見ぬふりをしているのか、それとも本当にあそこに手を入れて、

町のいわゆる観光の一番、あそこに行けばやはり大江町のよさ、大江町の全てが見られると

いう、そういうところの、何というのかな、手入れが行き届いていない。 

  今回、総務課で写真を撮るための、何かへんてこな段つけたんだけれども、あの段つけて

写真撮っても、あそこを使わなく撮っても同じなのよね。そういうものをするんであれば、

やはりもう少し足元を見て、しっかりとした整備というものができないかということで、少

し、総括にはなるか分かりませんけれども、日本一公園の整備等をやっぱりしっかりしてい

ただきたいということのやつを、町長はどのように、町長もあそこで遊んだんだから思い入

れはあると思いますけれども、どういうふうに、今後、整備をしてもらえるのか、ちょっと

聞きたいと思います。 

○委員長（安食幸治君） 町長。 

○町長（松田清隆君） 今ありましたように、私も関野委員と同年代でありますので、野山を

駆け回るというふうなことでは、日本一公園にテントを張って泊まったりとか、そういう思

い出もたくさんありますし、また日本一公園の今の石碑のあるところからの眺めというふう

なことでは、いろんなポスターにも使わせてもらっていますし、大江町と言えばこの景色だ

というふうに言っていいほど、代表的な観光地といいますか、景勝地だというふうに思って

おります。 

  そして、また今年に入ってからは、ポスターなんかを皆さん見ていらっしゃると思います、

のぼり旗もそうです。それから、手提げ袋なども作りました。やっぱり日本一公園という名

前のブランドそのものをもう少し売りにできるのではないかというふうなところから、そう
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いう取組をさせてもらっています。多分、ほかにはないものだというふうなことだからです。 

  景観のこと、そして整備の今後の方針というふうなことのご質問がありましたが、現段階

では、楯山の史跡の整備というふうなことで、その整備計画に基づいて整備を進めていると

いう、これは町単独でやるよりは、文化庁の補助事業をいただきながら、楯山公園として、

楯山城跡として整備をしていくというふうなことでは、財源も含めて有効な手段だというふ

うに思っております。一定の程度、遊歩道、歩いていただいたでしょうか。そういった部分

も含めて、今度はＰＲをしながらそこをやっていくというふうなことが必要なのではないか

というふうに感じております。楯山の保存、整備、そしてこれからは観光としてのＰＲとい

うふうなことで進めていきたいというふうに思っております。 

  それから、看板のことなんですが、ご存じのとおり、春先の風で看板が倒れました。ある

方からは、非常に何か瓦礫があるようで見た目が悪いというふうなことのご指摘もありまし

たので、撤去した上で、復元できるような形で、一応、保存してあるというふうな現状であ

ります。ただ、私はもともと、いつ頃、どういった経緯であそこに看板が立っていたのかと

いうふうなところが分かりません。なので、その辺もよく、地域の人なり調べてみながら、

そこのところをやっていきたいと。 

  今回、倒れた看板は、何年か前に、あそこの日本一公園のほうに上っていく遊歩道を整備

した際に建て替えた、恐らく２代目の看板になっているのではないかというふうに思います。

突風でというふうなことでありましたが、もともともっと丈夫なものにしておくべきだった

のかどうか。あとは、先ほど木の伐採の話がありましたが、ちょうど木の伐採をして、非常

に風当たりがよくなってしまったというふうなこともあったようにも感じています。 

  これから、楯山全体をいろいろとＰＲしていく上でも、順次、整備をしながら、皆さんが

来てよかった景色だなというふうに思われるような活用を図っていくことをやっていきたい

というふうに思っております。 

○委員長（安食幸治君） ８番、関野幸一君。 

○８番（関野幸一君） ぜひ、早急にまずやってもらえるものはやっていただきたいと思いま

す。看板についても、２代目だろうが初代だろうが、やはりあそこに日本一公園というもの

が、大江町に来た人、電車で降りた人、道路から見た人が見ることによって、日本一公園っ

て何なんだと、日本一公園というのはここか、そういうふうないわゆる目印にもなると思い

ます。 

  また、町内で日本一公園ってどう行くんだと、あそこだと言ったときに、前だとあずまや
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見えたりとか自然の家が見えるんだけれども、今その構造物も見えないと。案内というか、

何というかな、そこだよと言うのもちょっと大変だなと。そういうのもあるし、基本的に下

から見て、あそこにあずまやがある、日本一公園、いわゆる史跡の跡がある、そういうもの

が、本来目視できるというのが、まずは私は必要ではないかなと。これまで、議会でも様々

なところに視察に行ったりとか、そういう史跡に行ったときに、車で行くとあそこだよねと

そういうふうに見える。多分、それが普通の観光地とかそういうものになっていると思いま

す。だから、町長もゆっくり、たまに温泉のほうから来て、中郷バイパス来て見たときに、

ああ、関野委員言っていたのはこれかと、やっぱり見えないなと、そういう思います。あま

りに木が立派になり過ぎていて。 

  だから、全部伐採とかというのではなくて、少しそういうところが見えるところを工夫し

ながらやっぱりしていただきたいと。やっぱり言ったように、大江町に来たらあそこなんだ

よね、まずは。これから道の駅が新しい顔になるかもしれませんけれども、まずは日本一公

園、これがやはり大江町の人の心のふるさとではないかと、私は思っておりますので、そこ

がしっかり整備をしていただいて、大江町に来た人も日本一公園に上がって、またそこから

町の眺望を眺めてもらえるような、そういうふうになれるように頑張ってしていただきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（安食幸治君） 町長。 

○町長（松田清隆君） そうですね、特に左沢地区の方にとっては、日本一公園からの眺め、

そして日本一公園という存在、そして最上川との景観、そういった部分は、私よくＪＲ左沢

線のことで、トンネルを抜けて左手に開けてくる最上川、そして旧最上橋の景色、これは本

当に大江町の皆さん、ふるさとに帰ってきたなと感じるような原風景といいますか、そうい

った感情にさせる景色だなというふうに思います。日本一公園からの眺めも、先ほどから申

し上げているように、本当に自慢できる景色だというふうに思います。その景色を守りなが

ら、どんなふうにＰＲをしていくかというふうなことを、さらにさらに煮詰めながらやって

いきたいというふうに思います。 

  最後に一言だけ。あずまやの前に何だか訳の分からない台を置いてという、先ほど質問が

ありましたが、訳の分からない台ではありません。景色は撮っても同じではないかというふ

うなことなんですが、あれは台の上にカメラを持った人が上がっていただいて、下のちょう

ど柵の部分、一番先端の部分、あそこに人が並んだときに、最上川を一緒に撮れるような、

そういった場所にしていきたいというふうなことで、作った台であります。 
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  なかなか活用の方法も十分に伝わっていないのかなというふうに思いますけれども、実は

このアイデアというのは、中央公民館のほうのぷくらすカレッジのオープンでのミッチーチ

ェンさんが来て講演をしていただいた際に、彼から日本一公園などに行くんですけれども、

ちょっと写真のスポットがないのではないかというふうなお話をいただき、ぜひそういうも

のをつくったほうがいいんじゃないのというアドバイスをいただいて、そういったものを設

置してみたというふうなところが正直なところであります。ぜひ、皆さんからもＰＲをして

いただいて、いい写真が撮れた際には、いろんなところに投稿していただいて、ＰＲをお願

いしたいというふうなことを、委員さん方にも、町民の皆様方にもお願いをしたいというふ

うに思います。 

  以上です。 

○委員長（安食幸治君） これで総括質疑を終わります。 

  討論を行います。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（安食幸治君） 討論なしと認め、採決します。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎付託案件の採決 

○委員長（安食幸治君） 議第67号 令和５年度大江町一般会計歳入歳出決算の認定について、

これを原案のとおり認定することに賛成諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（安食幸治君） 全員です。 

  したがって、本案は原案のとおり認定することに決定しました。 

  ２時55分まで休憩します。 

 

休憩 午後 ２時４０分 

 

再開 午後 ２時５５分 

 

○委員長（安食幸治君） 休憩を閉じて、会議を再開します。 
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──────────────────────────────────────────── 

 

◎付託案件の審査 

○委員長（安食幸治君） 次に、議第68号 令和５年度大江町国民健康保険特別会計歳入歳出

決算の認定についてを審査の対象とします。 

  お諮りします。 

  本議案については、歳入歳出一括して質疑を行いたいと思いますが、これにご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○委員長（安食幸治君） 異議なしと認めます。 

  したがって、歳入歳出一括して質疑を行います。 

  ページ数は165ページから184ページになります。 

  ございませんか。 

  ４番、菊地邦弘君。 

○４番（菊地邦弘君） せっかくですので、182ページお願いいたします。 

  一番上のさわやか健康づくり推進事業補助金の中で、該当者をちょっとお願いいたします。 

○委員長（安食幸治君） 税務町民課長。 

○税務町民課長（阿部美代子君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

  182ページ、さわやか健康づくり推進事業補助金の人数でありますが、延べ人数になりま

すけれども、359人です。 

○４番（菊地邦弘君） 了解です。 

○委員長（安食幸治君） ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（安食幸治君） 以上で審査を終結し、採決します。 

〔「採決です」と言う人あり〕 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎付託案件の採決 
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○委員長（安食幸治君） 議第68号 令和５年度大江町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の

認定について、これを原案のとおり認定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（安食幸治君） 全員です。 

  したがって、本案は原案のとおり認定することに決定しました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎付託案件の審査 

○委員長（安食幸治君） 次に、議第69号 令和５年度大江町後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算の認定についてを審査の対象とします。 

  お諮りします。 

  本議案については、歳入歳出一括して質疑を行いたいと思いますが、これにご異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○委員長（安食幸治君） 異議なしと認めます。 

  したがって、歳入歳出一括して質疑を行います。 

  ページ数は197ページから204ページになります。 

  ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（安食幸治君） 以上で審査を終結し、採決します。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎付託案件の採決 

○委員長（安食幸治君） 議第69号 令和５年度大江町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

の認定について、これを原案のとおり認定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（安食幸治君） 全員です。 

  したがって、本案は原案のとおり認定することに決定しました。 
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──────────────────────────────────────────── 

 

◎付託案件の審査 

○委員長（安食幸治君） 次に、議第70号 令和５年度大江町介護保険特別会計歳入歳出決算

の認定についてを審査の対象とします。 

  お諮りします。 

  本議案については、歳入歳出一括して質疑を行いたいと思いますが、これにご異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○委員長（安食幸治君） 異議なしと認めます。 

  したがって、歳入歳出一括して質疑を行います。 

  ページ数は213ページから228ページになります。 

  ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（安食幸治君） 以上で審査を終結し、採決します。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎付託案件の採決 

○委員長（安食幸治君） 議第70号 令和５年度大江町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定

について、これを原案のとおり認定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（安食幸治君） 全員です。 

  したがって、本案は原案のとおり認定することに決定しました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎付託案件の審査 

○委員長（安食幸治君） 次に、議第71号 令和５年度大江町宅地造成事業特別会計歳入歳出
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決算の認定についてを審査の対象とします。 

  お諮りします。 

  本議案については、歳入歳出一括して質疑を行いたいと思いますが、これにご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○委員長（安食幸治君） 異議なしと認めます。 

  したがって、歳入歳出一括して質疑を行います。 

  ページ数は239ページから242ページになります。 

  ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（安食幸治君） 以上で審査を終結し、採決します。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎付託案件の採決 

○委員長（安食幸治君） 議第71号 令和５年度大江町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の

認定について、これを原案のとおり認定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（安食幸治君） 全員です。 

  したがって、本案は原案のとおり認定することに決定しました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎散会の宣告 

○委員長（安食幸治君） 本日はこれにて散会します。 

  明日は午前10時から会議を再開します。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ３時０１分 
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決算特別委員会 

 

議 事 日 程（第３号） 

                       令和６年９月１２日（木）午前１０時開議 

 

１ 付託案件の審査・採決 

  議案７２号 令和５年度大江町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

  議案７３号 令和５年度大江町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

  議案７４号 令和５年度大江町水道事業会計決算の認定について 

 

本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 
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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○委員長（安食幸治君） おはようございます。 

  ただいまの出席委員は全員です。 

  定足数に達しておりますので、決算特別委員会を再開します。 

  なお、暑い方は上着を脱ぐことを許可します。 

  これから本日の会議を開きます。 

  本委員会の傍聴については、大江町議会委員会条例第16条第１項の規定に基づき、委員長

はこれを許可します。 

  なお、質疑については、大江町議会会議規則第51条及び55条の規定により、発言しようと

する者は、議席番号を告げて許可を得てから発言してください。その際、ページ数を明らか

にしてください。 

  また、同一議題について１人３回を超えることができないという規定を準用しますので、

委員諸君のご理解とご協力をお願いいたします。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎付託案件の審査 

○委員長（安食幸治君） 議第72号 令和５年度大江町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算

の認定についてを審査の対象とします。 

  お諮りします。 

  本議案については、歳入歳出一括して質疑を行いたいと思いますが、これにご異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○委員長（安食幸治君） 異議なしと認めます。 

  したがって、歳入歳出一括して質疑を行います。 

  ページ数は250ページから257ページになります。 

  ２番、廣野秀樹君。 
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○２番（廣野秀樹君） ２番です。 

  251ページお願いします。 

  ２款１項１目の下水道料ということで、未入額というのが70万9,000円867円とありますけ

れども、大体何件ぐらいの方が未収額なっているんでしょうか。 

○委員長（安食幸治君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（櫻井洋志君） ちょっとお待ちください。令和５年度の未納額ということで、

件数としては450の調定がございます。あと件数については、人数というようなことでは139

件というようなことになります。これについては、３月分についてまだちょっと未納されて

いないというようなこともありますので、そのような金額というようなことになっておりま

す。 

  以上です。 

○委員長（安食幸治君） ２番、廣野秀樹君。 

○２番（廣野秀樹君） ２番。 

  ありがとうございます。 

  令和５年度の大江町水道事業会計決算書の18ページを見ますと、令和元年から令和５年ま

での回収率が97％から92％とだんだん低くなっている……。 

○２番（廣野秀樹君） そうです、はい。そういうふうな集金率のほうも大分毎年多くなって、

未収金が多くなってきていると思いますけれども、その辺のところどのような考えで集金率

を上げていくのかというのをお聞きしたいと思います。 

○委員長（安食幸治君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（櫻井洋志君） 大変申し訳ないですが、ちょっと訂正をさせていただきたい

と思います。今ちょっと件数申し上げましたが、水道のほうと、ちょっと私見間違えしまし

たので訂正をさせてください。 

  公共下水道に関しては、令和５年度の未納部分については調定件数で87件でした。世帯に

関しましては、36件の未納というようなことで、ちょっと訂正をさせていただきたいと思い

ます。その対策というようなことでは、まずは未納の方に対しまして納めてくださいという

ようなことでの督促のほうをさせていただいております。あと、そういった方に関しまして

は水道料に関してもちょっと未納という部分が多いですので、そのあたりについては、今年

度については訪問してというようなことで回収に努めているというような状況になっており

ます。 
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○委員長（安食幸治君） ２番、廣野秀樹君。 

○２番（廣野秀樹君） なかなか水道といいますと、生きていくためのライフラインとしては

非常に大切なものでありますので、なかなか止めるというわけにもいきませんので、その辺

は、しっかり訪問するなりにして集金率を上げていただきたいなというふうに思います。 

  以上です。 

○委員長（安食幸治君） ほかに質疑ありませんか。 

  ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（安食幸治君） 以上で審査を終結し、採決します。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎付託案件の採決 

○委員長（安食幸治君） 議第72号 令和５年度大江町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算

の認定について、これを原案のとおり認定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（安食幸治君） 全員です。 

  したがって、本案は原案のとおり認定することに決定しました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎付託案件の審査 

○委員長（安食幸治君） 次に、議第73号 令和５年度大江町農業集落排水事業特別会計歳入

歳出決算の認定についてを審査の対象とします。 

  お諮りします。 

  本議案については、歳入歳出一括して質疑を行いたいと思いますが、これにご異議ありま

ませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○委員長（安食幸治君） なしと認めます。 

  したがって、歳入歳出一括して質疑を行います。 
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  ページ数は265ページから272ページになります。 

  質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（安食幸治君） 以上で審査を終結し、採決します。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎付託案件の採決 

○委員長（安食幸治君） 議第73号 令和５年度大江町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決

算の認定について、これを原案のとおり認定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（安食幸治君） 全員です。 

  したがって、本案は原案のとおり認定することに決定しました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎付託案件の審査 

○委員長（安食幸治君） 議第74号 令和５年度大江町水道事業会計決算の認定についてを審

査の対象とします。 

  お諮りします。 

  本議案については、収入支出一括して質疑を行いたいと思いますが、これにご異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○委員長（安食幸治君） 異議なしと認めます。 

  したがって、収入支出一括して質疑を行います。 

  ３番。 

○３番（大沼清人君） ３番、大沼清人でございます。 

  水道でございますが……。 

〔「ページ数」と言う人あり〕 

○３番（大沼清人君） はい、ちょっと全体的な話でございますので、このページというのは
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なかなか申し上げづらいんですけれども、水道の決算審査意見書の２ページをご覧になって

いただきますでしょうか。ごめんなさい、水道会計の決算審査意見書でございますね、監査

委員さんの。 

  こちらの２ページご覧になっていただきますと、今年度は純利益上がっているとはいって

も、建設改良債の積立金、これを2,000万ほど取り崩しての決算となっております。全体見

てみますと、もちろん私一般質問で申し上げましたけれども、一体耐震化はどうするのかと、

非常に遅れている。あと、水路の、経過して老朽化が非常に著しいと。いわゆる資本的にも、

設備に対する投資というは、これから水道管に対する設備投資というのは、これからますま

す増えていきます。ところが町内全体では人口減、利用者減でございまして、果たして今の

料金体系、受益者負担が妥当なのかどうか。これも大きく分けますと、住民に対する課税と

いうのと法人に対する、法人の場合は４対６ぐらいの割合ですね。 

  これは一体おのおのについて、いつまでにどういう働きかけをして、もし、いや、これは

何というんですか、後回しにできない、あるいは何というんですか、時間をたってどうのこ

うのというよりも早め早めに、私は対処あるいは方針が必要だと思っております。 

  ですので、今のうちにどういうふうな、メルクマールというんですか、ポイントで将来的

にどういうふうに持っていくのか、それにはユーザーの理解がしてもらう、住民に対する理

解、丁寧な理解、あとは大口の法人に対する協力をどういうふうに依頼していくのか、その

辺をちょっと、ちょっと大きい話になってしまいますけれども教えてください。 

○委員長（安食幸治君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（櫻井洋志君） かなり大きな観点でのご質問ということで、ちょっとどこか

ら整理して話をすればいいのかなということでちょっと考えておりますが、大変、水道事業

会計厳しい経営状況にあるというようなことは認識をしておるところです。設備に関しまし

ても耐震化ということが、やはり議員おっしゃるとおり十分ではないというような状況にも

ございますので、そういったところを今後計画的にしていかなければいけないというような

認識は持っているところです。 

  今年度と来年度にかけて、経営戦略、水道ビジョンというようなものを策定しながら、料

金体系については見直しを行う時期にも来るのかなというようなことで、そのあたりの数字

的な根拠、こういった状況にある、このくらいの引上げというのは必要ですというような訴

えるものも必要かなというようなことも含めて取組を進めているところです。ただ、引上げ

ありきというようなことではなくて、やっぱり経営的な部分で抑えられるところは抑える、
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ダウンサイジングできるようなところについては、そういった取組も含めての最大限歳出と

いう部分を減らした上での歳入に対して、皆さんからご理解をいただくということが必要か

なというふうに思っておりますので、まずは経営戦略をきちんと立てさせていただいた上で、

判断をして引上げというものが必要であれば皆さんのほうにご理解を求めていくというよう

なことの流れになるのかなというふうに理解をしております。 

○委員長（安食幸治君） ３番、大沼清人君。 

○３番（大沼清人君） 今、課長から、経営戦略を策定してからどういうふうに対処するか考

えたいと、というお話あったんです。そもそも経営戦略は、これは一応めどとしてはどのぐ

らいをめどと考えていらっしゃるのか。前のたしか一般質問のとき町長からお話があったの

は、２年間、何か、フィージビリティースタディーというんですか、それを勘案して耐震化

をどうするか等々も含めると、というふうに聞いたんですけれども、２年を一つのメルクマ

ールというふうに思っていいんですか、教えてください。 

○委員長（安食幸治君） 建設水道課長。 

○建設水道課長（櫻井洋志君） 今現在の水道施設、どのようなものがあるのかというのをき

ちんと整理いたしまして、あとどのくらいの更新が必要なのか、どこの箇所がこう優先すべ

き箇所なのかということを整理した上で、今後どれくらいの更新費用がかかるのか、そうい

った部分も含めて長期的な視点に立って、水道の在り方については検討が必要だというよう

なことで進めようとしている、今年度と来年度かけて進めようとしている、その数字を基に

町の判断というのも当然必要になってくると思います。どこまでの料金が、今後引上げ必要

になってくるのかというような部分を十分精査した上で、皆様のほうにはご理解を求める時

期が来るのかなというふうに思っております。 

  以上です。 

○委員長（安食幸治君） ３番、大沼清人君。 

○３番（大沼清人君） 当然ながら、まず現状が一体どうなっているのか、長期的にどういう

ふうに推移していくのか、財政的にどれだけの一般会計から、何というんですか、見通しを

していかなくちゃいけないのかという大まかなプランというか、シミュレーションが必要だ

と思います。ただ、その中でポイントは、もちろん町民に対する、ここの水道料金云々とい

うのも確かに必要です。検討も必要ですけれども、ただ法人に対して、         

          一体どういう協力を求めていくのか、どう理解していただけるのか、

もちろんプライベートカンパニーですからコストが上がるということは非常に、何というん
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ですか、嫌だというんですか、拒否感を示すと思うんですけれども、それをどういうふうに

口説いていくのか、これは首長しかできないことだと思います。 

  もちろん今の大江の工場の工場長さんいらっしゃると思うんですけれども、これは東京の

ヘッドクオーターの本社の役員ですね。役員とどういうコネを持って、どういうふうに我々

に加勢してもらって役員会、社長等々に働きかけいくのかと。それは、１年やそこらじゃで

きないと思います。２年、３年、もしかしたらかかるかもしれません。その動きというんで

すか、そのコネづくりというのは、これは首長しかできないと思うんですけれども、その辺

のご認識を町長にお伺いしたいと思います。 

○委員長（安食幸治君） 町長。 

○町長（松田清隆君） そこの課題の部分については、これまでも何度か部内でも協議をして

いるところであります。なかなか、そのこれまでの経過の中で一歩踏み出していくことの部

分について、少しためらいを持っているという心境であります。というのは、これまでの経

過も含めてずっと来ているわけで、その中で町として協力できる部分、そういった部分を含

めてこういった経過がずっと来ているというふうなことでありますので。ただ、町の水道会

計が破綻するような、大きくその部分で左右されるようなことがあってはならないというふ

うにも思います。水道はなくてはならないインフラでありますので、そこの部分とのバラン

スを考えながら、企業の、何というか、育成といいますか、そういう部分を含めて一緒にや

っていかなければならない部分だというふうに思います。 

  先ほど課長のほうからあったように、２年間かけて水道ビジョンをつくる、その中の料金

体系の部分についてはどう捉えていくか、そういったことも検討し、そして今、大沼委員か

らありましたように、当該者との様々な話合いというふうなものは今後必要になってくるも

のだというふうに考えております。 

  以上です。 

○委員長（安食幸治君） ほかに質疑ございませんか。 

  ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○委員長（安食幸治君） 以上で審査を終結し、採決します。 

 

──────────────────────────────────────────── 
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◎付託案件の採決 

○委員長（安食幸治君） 議第74号 令和５年度大江町水道事業会計決算の認定について、こ

れを原案のとおり認定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（安食幸治君） 全員です。 

  したがって、本案は原案のとおり認定することに決定しました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎閉会の宣告 

○委員長（安食幸治君） 以上で、本特別委員会に付託された事件は全て議了いたしました。 

  皆様のご協力のおかげでスムーズな議事進行をすることができました。 

  本当にどうもありがとうございました。 

  これをもって決算特別委員会を閉会します。 

  ご協力ありがとうございました。 

 

閉会 午前１０時２０分 
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